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1.1.1.1. 目的目的目的目的    

緊急を要する事象が発生した場合、対応する工事の取扱いについては、該当する法、

施行令、規則、要領及び協定等に基づき実施している。 

本ガイドラインは緊急を要する事象別に適用する要領等を明確にし、その事務手続き

及び取扱いの基本事項を整理し、円滑な工事の執行に資することを目的とする。 

 

 

2.2.2.2. 適用の対象適用の対象適用の対象適用の対象    

本ガイドラインは、災害、事故、その他の不測事態等により、人命財産等に危険、損害

及び著しい不便が発生又は発生する恐れがある事象（緊急を要する事象）への対応工事を

施工する際の参考とする。 

 

 

3.3.3.3. 記載事項記載事項記載事項記載事項    

① 事象状況別の適用フロー 

② 随意契約（２者以上）見積徴収者の特定方法 

③ 即応すべき事象の判断事例 

 

 

4.4.4.4. 留意事項留意事項留意事項留意事項    

①  工事の実施にあたっては、即断しなければならない場合を除き、事業主管課と事前に対

応方法を協議すること。 

②  不測の事態による工法及び規模の変更を想定し適用要領等を選定するとともに、変更に

より適用額を超過する可能性が生じた場合は、その対応方法を事業主管課及び会計管理者

と協議のこと。 

③ 「即応すべき事象の判断事例」は現地の状況に応じ適用時の判断指標として取り扱うこと。

（即応すべき工事の事象を特定するものではない） 

④  緊急を要する事象の状況により各要領の規定により難い場合は、その対応方法を関係機

関に協議すること。     

１－１_ガイドライン 

緊急時対応の工事執行ガイドライン 
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１．事象状況別の適用フロー１．事象状況別の適用フロー１．事象状況別の適用フロー１．事象状況別の適用フロー（令和元年（令和元年（令和元年（令和元年 10101010 月月月月 11111111 日改定版）日改定版）日改定版）日改定版）    

    

    

 

 

 

 

 

              

 

 

                         

                                                         

            

    

    

即応すべき工事の分類 

    

○
Ｂ
 

○
Ｂ
 

 

災害協定等

により対応 

「災害等の発生により緊急を要する工事の入「災害等の発生により緊急を要する工事の入「災害等の発生により緊急を要する工事の入「災害等の発生により緊急を要する工事の入

札方式に関する取扱要領」札方式に関する取扱要領」札方式に関する取扱要領」札方式に関する取扱要領」(H15.7.24(H15.7.24(H15.7.24(H15.7.24 施行、施行、施行、施行、

H21.7.24H21.7.24H21.7.24H21.7.24 一部改定一部改定一部改定一部改定))))を適用を適用を適用を適用    

緊急を要する応急工事（緊急を要する応急工事（緊急を要する応急工事（緊急を要する応急工事（1111 者随契）者随契）者随契）者随契）にて実施 

受注希望型競争入札受注希望型競争入札受注希望型競争入札受注希望型競争入札

工事（期間短縮型）工事（期間短縮型）工事（期間短縮型）工事（期間短縮型）    

即応すべき工事か 

（判断事例は別添判断事例は別添判断事例は別添判断事例は別添----1111 を参照を参照を参照を参照） 

Ｎｏ 又は 

不明 

「地方自治法施行令「地方自治法施行令「地方自治法施行令「地方自治法施行令 167167167167条の条の条の条の 2222第１項第第１項第第１項第第１項第 5555号号号号    

及び財務規則第及び財務規則第及び財務規則第及び財務規則第 136136136136 条の条の条の条の 2222」を適用」を適用」を適用」を適用    

随意契約（２者以上）随意契約（２者以上）随意契約（２者以上）随意契約（２者以上）にて実施 

No 
Yes 

注）1０００万円以上の応急工事は会計管理者と事前協議を要する。 

Yes 

No 

国庫負担災害復旧事業で申請する

応急工事か（被災額120万円以上）    

設計金額が 250万円未満

となるか 

小規模補修工事にて精算対応 

設計金額が設計金額が設計金額が設計金額が 1500150015001500 万円未満となるか万円未満となるか万円未満となるか万円未満となるか    

Yes 

見積設定期間 

建設業法で定める期間 
500 万円未満 1 日以上  

500 万円～1500 万円まで   5 日以上  
ただし、双方協議の上、見積期間は短縮することができる。ただし、双方協議の上、見積期間は短縮することができる。ただし、双方協議の上、見積期間は短縮することができる。ただし、双方協議の上、見積期間は短縮することができる。 

 

見積設定期間  

（建設業法施行令第 6条による短縮規定） 
 5000 万円未満 ５日以上  

5000 万円以上  10 日以上  

ただし、上記期間以内にすべての見積業者より見積が提出された場合、ただし、上記期間以内にすべての見積業者より見積が提出された場合、ただし、上記期間以内にすべての見積業者より見積が提出された場合、ただし、上記期間以内にすべての見積業者より見積が提出された場合、

見積期間は短縮される場合がある。見積期間は短縮される場合がある。見積期間は短縮される場合がある。見積期間は短縮される場合がある。    

緊急を要する事象の発生緊急を要する事象の発生緊急を要する事象の発生緊急を要する事象の発生 

Yes 

① 大規模な災害が多

発した場合 

③緊急を要する応急工事の

場合 

④設計書を作成した上で

発注する工事の場合 

②民政の安定上、緊急性が高く即

作業に着手すべき応急工事の場

合 

「土木施設小規模補修工事取扱要領」に基づ「土木施設小規模補修工事取扱要領」に基づ「土木施設小規模補修工事取扱要領」に基づ「土木施設小規模補修工事取扱要領」に基づ

いて発注依頼（当初契約）いて発注依頼（当初契約）いて発注依頼（当初契約）いて発注依頼（当初契約）    

選定：選定：選定：選定：1111 者随契又は当番表適用者随契又は当番表適用者随契又は当番表適用者随契又は当番表適用    

    業者の選定は業者の選定は業者の選定は業者の選定は「災害に係る緊急を要する応急工「災害に係る緊急を要する応急工「災害に係る緊急を要する応急工「災害に係る緊急を要する応急工

事の事務処理」事の事務処理」事の事務処理」事の事務処理」(H24.12(H24.12(H24.12(H24.12 月月月月))))を適用を適用を適用を適用        

    

JVJVJVJVに依頼する場合、に依頼する場合、に依頼する場合、に依頼する場合、JVJVJVJVの構成員の内の構成員の内の構成員の内の構成員の内 1111者と契約者と契約者と契約者と契約    

No 

設計書作成 

変更契約 

「災害等の発生により緊急を要する工事の入「災害等の発生により緊急を要する工事の入「災害等の発生により緊急を要する工事の入「災害等の発生により緊急を要する工事の入

札方式に関する取扱要領」を適用札方式に関する取扱要領」を適用札方式に関する取扱要領」を適用札方式に関する取扱要領」を適用    

緊急を要する応急工事（緊急を要する応急工事（緊急を要する応急工事（緊急を要する応急工事（1111 者随契）者随契）者随契）者随契）にて実施 

見積設定期間 

建設業法で定める期間 
500 万円未満 1 日以上  

500 万円～1500 万円まで   5 日以上  
ただし、双方協議の上、見積期間は短縮することができる。ただし、双方協議の上、見積期間は短縮することができる。ただし、双方協議の上、見積期間は短縮することができる。ただし、双方協議の上、見積期間は短縮することができる。 

 

○
Ａ
 

設計書作成 

設計書作成 

公告期間（ ） 
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◇◇◇◇    １．事象状況別の適用フローにおいて随意契約（２者以上）方式により実施する場合、１．事象状況別の適用フローにおいて随意契約（２者以上）方式により実施する場合、１．事象状況別の適用フローにおいて随意契約（２者以上）方式により実施する場合、１．事象状況別の適用フローにおいて随意契約（２者以上）方式により実施する場合、

見積徴収者は、下記を参考に特定する。見積徴収者は、下記を参考に特定する。見積徴収者は、下記を参考に特定する。見積徴収者は、下記を参考に特定する。    

    

２２２２    随意契約（２者以上）見積徴収者の特定方法随意契約（２者以上）見積徴収者の特定方法随意契約（２者以上）見積徴収者の特定方法随意契約（２者以上）見積徴収者の特定方法    

    

（１）施工能力の有無の確認（１）施工能力の有無の確認（１）施工能力の有無の確認（１）施工能力の有無の確認    

        下記項目の該当状況を 1次選定において確認する。 

(ア) 入札参加資格業種 

(イ) 等級格付け 

(ウ) 同種工事の実績 

(エ) 前年度の工事成績評定点（７０点以上） 

         

（２）見積者徴収対象者の範囲（２）見積者徴収対象者の範囲（２）見積者徴収対象者の範囲（２）見積者徴収対象者の範囲    

上記（1）を満たす者から、下記の項目順により地域要件を拡大する。 

（ア） 現場から近傍 

（イ） 該当市町村内 

（ウ） 隣接市町村 

（エ） 地方事務所管内  

(オ) ４ブロック 

(カ) 全県 

 

（３）（３）（３）（３）    見積業者の選定見積業者の選定見積業者の選定見積業者の選定    

            上記（1）、（2）に加え、２次選定において下記要件を勘案し、最終的に２者以上を確保する。 

○ 必要となる技術者資格（土木施工管理技士、舗装施工管理技術者、コンクリ

ート技士、地すべり防止工事士等） 

○ 現場までの所要時間、距離 

○ 着手可能日（時） 

○ 施工体制を確保できる配置人員の有無 

○ 施工機械所有状況（必要機械、台数） 

 

 

    

    

 

財務規則第 136 条の 2 第 1 項第 1 号において「契約の目的又は性質により契約の相手方が特定されるときは１人の者

から見積書を徴することができる。」とあり、「契約の相手方が特定されるとき」とは、特殊な技術を必要とする工事

等で、同一の技術を有する者が他にいない場合をいう。（「財務規則の運用について」第 136 の 2 関係 2 より」 
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    即応すべき事象の判断事例即応すべき事象の判断事例即応すべき事象の判断事例即応すべき事象の判断事例    

       

工工工工    種種種種    

即応すべきもの（一般例を記載） 

道路施設補修

工 

道路路床・路体及び重要構造物の損失・破損・変状に対し、早急に安全を確保しなければならない

補修工 

   重要構造物：橋梁上下部工、土留工、法留工、トンネル防災設備、地下埋設物等 

仮道の施工 

近傍に迂回路のない主要幹線道路、幹線道路及び生活確保路線の流失に対する仮道の施工 

 

仮橋設置 

近傍に適切な迂回路がない場合の仮橋設置工事 

 

崩落土除去 

道路上に崩落した土砂の撤去及び運搬・処分（分割して発注できる整地工等を除く） 

 

道路法面対策 

○ 浮石、不安定土塊の除去 

○ 崩落した法面あるいは崩落する危険性がある法面で、降雨等による法面侵食を防止するために

当面必要となる応急対策としての法面保護工（シート工、モルタル吹付工） 

ただし、法面緑化工、法面保護構造物工を除く 

○ 顕著な変動があり、緊急に資材の確保を要する法面保護工 

○ 道路利用者の安全を確保するために必要な仮設防護柵・仮設防護網の設置等 

交通確保 ○ 当面の交通を確保するために必要な応急対策工事 

河川決壊防止

対策 

○ 大雨に関する情報が発表され、増水により決壊の恐れのある場合の仮締切工、河床整理工、護

岸保護工、護岸嵩上げ工 

○ 河川増水時における水制工（捨てブロック、大型土のうの設置）ただし、捨てブロック製作工

を除く 

河川・流路 

流下能力確保 

○ 河川埋塞土、支障木の除去 

○ 河道閉塞時の排水工（ポンプ排水等） 

○ 仮排水路工 

 

砂防施設 

○ 計画貯砂線以上の不安定貯砂土砂撤去工で、緊急に行わなければならない工事 

（2 次災害の発生要因となる土砂等流下防止対策） 

○ 施設の損失・破損・変状があり、新たな災害を抑止するために行わなければならない補修工事 

地すべり 

○ 地すべりが発生し、民生の安定のために緊急に実施しなければならない工事 

○ 地すべり防止施設の破損により、地すべりが発生する危険性がある場合の対策工 

 

急傾斜 

○ 急傾斜地及び急傾斜崩壊防止施設に変状等があり、降雨等による新たな被災を防止するために

緊急に行わなければならない工事 

 

  注） 恒久対策工事は、基本的に即応すべき事象に含まれない。 

別添―１ 
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24 建政技第 262 号 

平成 24年（2012 年）12月 5日 

 

建設部関係課長 

建設部現地機関の長  様 

 

建 設 部 長 

 

 

災害等に係る緊急を要する応急工事災害等に係る緊急を要する応急工事災害等に係る緊急を要する応急工事災害等に係る緊急を要する応急工事のののの事務処理事務処理事務処理事務処理について（通知）について（通知）について（通知）について（通知）    

 

 

 このことについて、平成 17 年 6 月 15 日付 17 監技第 94 号「災害に係る緊急を要する応急工事

の事務処理について」、平成 18 年 8 月 30 日付 18 県活第 267-2 号「平成 18 年 7 月豪雨災害の応

急工事に関する契約事務について」により事務処理を行っているところですが、今後、本通知によ

り事務処理を行うこととしましたので、適切な事務執行が行われるようにお願いします。 

 

記 

 

１．災害に係る緊急を要する応急工事については、原則として、平成 21 年 7 月 24 日付「災害等の

発生により緊急を要する工事の入札方式に関する取扱い要領の一部改正について」により行うも

のとします。 

  

２．民政安定上、緊急度が高く即作業に着手すべき応急工事等で、上記１による対応が困難な場合

は、現地機関の長の判断により、迅速に施行することが可能な業者を選定の上、「土木施設小規模

補修工事取扱要領」に基づいて、様式２－１（発注依頼書）により業者に依頼するものとします。 

  ただし、業者選定理由については、明確に説明できるよう整理をお願いします。 

 

３．上記２において次のケースについては、依頼業者から提出される工事内訳書（様式４）及び写真

の内容を審査の上、設計書を作成し、依頼業者を選定し、１者随意契約を締結するものとします。 

 

１） 河川課等と協議の上、国庫負担公共土木施設災害復旧事業を申請する応急工事 

２） 国庫負担公共土木施設災害復旧事業の対象外であり、設計金額が 200 万円以上となる応急

工事 

 

４．契約の位置付け 

  ・緊急性が高く、即作業に着手すべき工事については、土木施設小規模補修工事取扱要領（以下「要

領」という。）第７に基づく「請求方式」により工事発注依頼を行っています。 

    その後、結果として設計金額が要領第２に規定する金額を超えた場合（当該通知３の１の場

合も含む。）、設計書を作成し、随意契約を締結するものですので、当該随意契約は「発注依頼書

（様式２）により発注」した工事の「変更契約」の位置付けとなります。 

Ａ 
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 ・契約締結日 

    前記１のとおり変更契約ですので、契約日を遡る必要はありません。 

 

 ・契約保証金 

    現場が契約金額の 100 分の 10以上完成しており、かつ、財務規則第 143 条第 3号に該当す

るときは、契約保証金は納付免除としてください。 

 

５．道路業務における小規模維持補修工事試行要領により受託した特定共同企業体においては、

その構成員のうちの１者と上記２，３により、随意契約ができるものとします。 

 

６．その他  参考資料としてフロー図及び変更契約書を添付しました。 

 

 

 

 

建設政策課技術管理室 

宮原 宣明（室長）石田 良成（入札契約） 

         石坂 文彦（基準指導） 

電話 026(235)7313,7323 

ＦＡＸ 026(235)7482 
e-mail gijukan@pref.nagano.lg.jp 
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 ２１建政技第１６９号 

平成２１年(2009 年) ７月２４日 

 

 

   関 係 課 長 様 

   発 注 機 関 の 長 様 

   会 計 局 検 査 課 長 様 

 

                                 建 設 部 長 

                                 農 政 部 長 

                                 林 務 部 長  

 

 

災害等の発生により緊急を要する工事の入札方式に関する取扱要領の一部改正について災害等の発生により緊急を要する工事の入札方式に関する取扱要領の一部改正について災害等の発生により緊急を要する工事の入札方式に関する取扱要領の一部改正について災害等の発生により緊急を要する工事の入札方式に関する取扱要領の一部改正について    

 

 このことについては、平成１６年８月３０日付け１６監技第１１６号にて運用をしているところ

ですが、このたび下記のとおり要領を一部改正しますので、取扱いについて遺憾のないようお願い

します。 

 

記 

 

  １１１１    依頼業者の選定について依頼業者の選定について依頼業者の選定について依頼業者の選定について    

    地域によっては前年度の工事成績点７０点以上の者が所在しない場合があるため、発注機

関の長の判断により、取扱要領第５条の２及び３により選定できることとした。(別紙参照) 

 

  ２２２２    工事成績評定点について工事成績評定点について工事成績評定点について工事成績評定点について    

    この取扱要領に基づき発注した工事については、発注金額に係わらず成績評定を実施しな

いこととした。(別紙参照) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂ 

建設部 建設政策課 技術管理室 
 小林 康成  
 油井  均(技術基準) 田下 昌志（入札契約） 
TEL 026(235)7323 
FAX 026(235)7412 
e-mail gijukan@pref.nagano.jp 
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災害等の発生により緊急を要する工事の入札方式に関する取扱要領災害等の発生により緊急を要する工事の入札方式に関する取扱要領災害等の発生により緊急を要する工事の入札方式に関する取扱要領災害等の発生により緊急を要する工事の入札方式に関する取扱要領    

 

((((目目目目    的的的的))))    

第１条 この要領は、人命・財産に係る災害等が発生又は発生する恐れがある場合、緊急に応急対

策工事（以下「応急工事」という）を実施するために必要な事項について定める。 

 

（適用する業務）（適用する業務）（適用する業務）（適用する業務）    

第２条 応急工事は次にいずれかとし、緊急に契約を締結しなければ契約の目的を達成することが

できなくなる工事とする。 

１ 仮道の施工 

   道路が寸断し、交通に著しい支障を及ぼし、民生の安定上「仮道」が必要な場合 

２ 崩土除去 

   道路に崩落土砂等が堆積し、交通に著しい支障を及ぼし、民生の安定上「崩土除去」

が必要な場合 

３ 道路法面、路肩対策 

   道路の法面や路肩が危険な変状をきたし、交通に著しい支障を及ぼす場合 

４ 仮橋設置 

   橋梁が被災し、通行が困難となり、適当な迂回路がない場合   

５ 仮締切・決壊防止対策の施工 

   流水が浸入し、背後地に甚大な被害を与えている又は与える恐れが大きく「仮締切」

の施工が必要な場合 

６ 埋塞土除去 

   河川に土砂等が堆積し、後背地及び下流域に甚大な被害を与えている又は与える恐

れが大きい場合 

７ 仮設防護柵等の対策 

   地すべり土塊が人家付近に迫り、又は迫る恐れが大きく、仮設防護柵の対策が必要

な場合 

８ 仮排水施設 

   下水の排水が著しく阻害される場合 

９ その他 

   民生の安定上特に必要と認めるもの 

 

（対象工事の限度額）（対象工事の限度額）（対象工事の限度額）（対象工事の限度額）    

第３条 応急工事は、１件当りの工事費が予定価格において１５００万円未満のものに適用する。 

 

（契（契（契（契    約）約）約）約）    

第４条 応急工事の契約に当っては、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号、財務規則第

１３６条の２及び「指名競争又は随意契約によることができる場合について（昭和５７年

１０月４日付け５７会第５４号）」第２の２項により、一者随意契約とする。
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（業者選定）（業者選定）（業者選定）（業者選定）    

第５条第５条第５条第５条    随意契約業者は、次の要件をすべて満たすことを基準に選定する。ただし、当該地域に１

に該当する者がいない場合には、発注機関の長は２及び３の要件により選定することがで

きる。。。。    

１ 前年度の工事成績評定点の優れた業者（平均点７０点以上） 

２ 現場の地形・地質・気象や対策工法等に精通しており、短時間に現場に到着出来る業

者 

３ 当該工事の施工能力を十分有する業者 

 

（等級別発注標準）（等級別発注標準）（等級別発注標準）（等級別発注標準）    

第６条 業者選定にあたっては、等級別発注標準によらない。 

 

（事務処理）（事務処理）（事務処理）（事務処理）    

第７条 応急工事の事務処理は「応急工事の事務処理について」（別紙―１）により行う。 

 

附 則 

（施行期日） 

 この要領は、平成１５年７月２４日から施行する。 

 

附 則 

（施行期日） 

 この要領は、平成１６年９月１日から施行する。 

 

附 則 

（施行期日）  

 この要領は、平成２１年７月２４日から施行する。 
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別紙―１ 

応急工事の事務処理について応急工事の事務処理について応急工事の事務処理について応急工事の事務処理について    

 

○ 応急工事の事務処理については、「長野県建設工事事務処理規定」により行い、契約は一者随意

契約により行う。 

○ 予定価格が概ね１５００万円未満の工事に適用する。 

 

１１１１    工事成績評定の優れた業者工事成績評定の優れた業者工事成績評定の優れた業者工事成績評定の優れた業者    

（１） 前年度（４月１日～翌年３月３１日まで）に完了した工事で、三公共（建設、農政、林務）

の工事成績評定点の平均点が７０点以上の優良業者 

（２） 優良業者の適用は当該年の６月１日から翌年の５月３１日まで運用する。 

（３） 建設事務所管内の本店業者を対象とする。 

 

２２２２    選定上の留意事項選定上の留意事項選定上の留意事項選定上の留意事項    

 請負人選定委員会は、要領の第５により選定するが下記事項に留意する。 

（１） 災害現場までの距離 

（２） 特殊な工事では、業種・施工体制等を考慮する。 

（３） 特定業者が一巡した場合、再度選定できる。 

 

３３３３    契約までの事務について契約までの事務について契約までの事務について契約までの事務について    

（１） 災害等が発生した場合、現地機関は担当事業課に報告し、担当事業課は施行通知を施行す

る。 

（２） 現地機関は請負人等選定委員会の実施、予定価格の算出、出納機関への事前審査（予定価

格１０００万円以上の場合）等必要な事務手続きを実施する。 

（３） 随意契約する相手方業者に見積りを依頼する。 

（４） 業者は自社の都合により見積りを断ることが出来る。その場合は別の業者を選定する。 

（５） 見積り期間は原則として建設業法で定める期間とする（予定価格が５００万円に満たない

工事については１日以上。５００万～１５００万円までの工事については５日以上（注参

照））。ただし、双方協議の上、見積期間を短縮することができる。 

（６） 業者と見積り合わせを行う。見積り回数は４回を限度とする。 

（７） 契約相手、契約内容についてはホームページで公開する。 

 

４４４４    支出科目支出科目支出科目支出科目    

 応急工事に係る費用は、工事請負費により支出する。これによりがたい場合は、別途担当事業課と

協議し執行すること。 

 

５５５５    その他その他その他その他    

（１） 工事の仕様、管理基準等は県で定めているものによる。 

（２）本要領に基づいて発注した工事については、工事成績評定を実施しない。 

 

 注）見積り期間は、休日、祝日に関係なく契約内容の掲示から契約の締結までの間に設ける期間である。例えば５月１

日に契約内容を提示した場合には５００万円未満の場合は５月３日、５００万～１５００万の場合は５月７日以降に契約

を締結することとなる。（建設業法逐条解説 ２０条より）
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「案件概要」欄 

 工事（業務）の規模観が分かるように記載 

（記載例） 

護岸工 L=〇m （両岸） 

ブロック積工 Sl=○m、A=〇m2 

「備考」欄 

大規模災害に伴う災害復旧工事については、下記事項（該当項目）について記載

すること 

・概算額１千万円未満は「○百万円」、１千万円以上は「○千万円」と記載 

・「復興ＪＶの入札参加案件」と記載 

・「特例発注標準適用」と記載 

１－２ 発注計画 

「土木一式」、「舗装工事」、「とび・土工・コンク

リート工事」、「森林整備業務」については、別紙１

による「工事区分」を記載 

（例） 

＜通常発注標準＞   ＜特例発注標準＞     

・土木一式工事⑤   ・土木一式工事⑥ 

・舗装工事③ 
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                                                             事 務 連 絡 
                                                  平成 24 年(2012 年)１月 24 日 
  
 発注機関工事事務担当係長 様 
 
                                             技術管理室入札・契約班 

                             副主任専門指導員 
 
 

建設工事等に係る随意契約にあたっての留意事項について 

 
 受注希望型競争入札等において「応札者がないとき」の対応については、平成 22 年 2 月 25 日付

け２１建政技第３６６号通知（以下「随意契約通知」という。）でお知らせしたところですが、随意

契約における一者見積について、下記のとおり取り扱うこととしますので事務処理に当たりご留意願

います。 
 

記 

１ 対象となる工事等 
随意契約通知第３第２号の「原則として二者以上から見積書を聴取」について、次の(1)又は(2)いず

れかに該当する工事〔業務〕（以下「工事等」という）については、一者による見積書の聴取となった

場合でも、契約を締結できるものとする。 
  なお、適用にあたり該当する理由を説明した書類を作成するものとする。 

(1)  二者以上へ見積書の提出を依頼したが、工事等の内容が特殊又は条件不利地域等のため提出

者が一者のみとなり、当該提出者以外に見積書が提出される見込みがない場合。 
(2) 二者以上の事業者が一旦見積書を提出したが、最終的に辞退等により一者のみの提出となった

ときに、再度の一般競争入札又は見積書合わせの実施では、災害又は施工期が冬季となるなどの

理由により支障をきたす場合。 

２ 対象とする入札 

  受注希望型競争入札（1,500 万円未満）及び参加希望型競争入札とする。なお、当該対象入札以

外で、災害復旧工事等緊急を要する場合は、事業課と相談すること。 

３ 留意事項 
  当該通知の

適用にあたっては、地方自治法施行令 167 条の 2 第 1 項第 8 号及び財務規則第 136 条の 2 第 1 項に

よる随意契約通知の趣旨を理解のうえ、工事等の緊急性、特殊性等を考慮して実施すること。 

 

 

 

 

建設政策課 技術管理室 入札・契約班  

中田 英郎 (担当)宮下 浩秋 
電 話   026-235-7313 
防災無線  8-231-3346 
ﾌｧｸｼﾐﾘ   026-235-7482 
E-mail  gijukan@pref.nagano.lg.jp 

１－３ 随意契約 
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※ 総合評価落札方式を採用する場合は、総合評価落札方式の配点例を参考に適宜設定し総合評価落札方式を採用する場合は、総合評価落札方式の配点例を参考に適宜設定し総合評価落札方式を採用する場合は、総合評価落札方式の配点例を参考に適宜設定し総合評価落札方式を採用する場合は、総合評価落札方式の配点例を参考に適宜設定しますますますます。。。。    

なお、大規模災害に伴う災害復旧工事についてはなお、大規模災害に伴う災害復旧工事についてはなお、大規模災害に伴う災害復旧工事についてはなお、大規模災害に伴う災害復旧工事については、「災害復旧工事」の、「災害復旧工事」の、「災害復旧工事」の、「災害復旧工事」の要件例要件例要件例要件例・・・・配点例の配点例の配点例の配点例の 8,0008,0008,0008,000 万円の上限は万円の上限は万円の上限は万円の上限は外すものとします。外すものとします。外すものとします。外すものとします。    

※ 災害の場合の地域要件は災害の場合の地域要件は災害の場合の地域要件は災害の場合の地域要件は 10101010 ブロックをブロックをブロックをブロックを基本としていますが、不調・不落防止に向け、状況基本としていますが、不調・不落防止に向け、状況基本としていますが、不調・不落防止に向け、状況基本としていますが、不調・不落防止に向け、状況にににに応じて隣接の応じて隣接の応じて隣接の応じて隣接のブロックブロックブロックブロック（（（（交通や交通や交通や交通や生活圏を考慮）生活圏を考慮）生活圏を考慮）生活圏を考慮）等へ等へ等へ等へ

のののの拡大を検討拡大を検討拡大を検討拡大を検討するものとします。するものとします。するものとします。するものとします。（発注機関の長の判断（発注機関の長の判断（発注機関の長の判断（発注機関の長の判断によりによりによりにより、応札が見込める範囲へ、応札が見込める範囲へ、応札が見込める範囲へ、応札が見込める範囲への地域要件の地域要件の地域要件の地域要件の拡大を検討の拡大を検討の拡大を検討の拡大を検討しますしますしますします））））    

１－４_特例発注標準 
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長野県における復旧・復興のための共同企業体(復旧・復興建設工事共同企業体) 

を活用するための当面の運用について 

 

１ 趣旨 

大規模災害時における入札契約制度等の運用ガイドラインの適用災害（以下、「大規模災害」という。）

により大きな被害を受けた本県において、不足する技術者又は技能者を広域的な観点から確保すること

により、復旧・復興建設工事の円滑な施工を確保するため、長野県内の建設企業が共同し、その施工力を

強化するために結成される共同企業体(以下「復旧・復興建設工事共同企業体」という。）の運用に関し、

必要な事項を定めるものとする。 

 

２ 対象工事 

復旧・復興建設工事共同企業体により施工することができる工事は、次に掲げる要件のすべてに該当す

る工事とし、入札公告において定めるものとする。 

(1) 大規模災害による災害に係る復旧工事で、予定価格（税込）が８千万円以上の土木一式工事であるこ

と。 

(2) 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第 372 号）第４

条に規定する特定調達契約の対象となる工事でないこと。 

 

３ 構成員の数 

復旧・復興建設工事共同企業体の構成員の数は、２社、３社又は４社とする。 

 

４ 構成員の要件 

復旧・復興建設工事共同企業体の登録を申請できる者は、次に掲げる要件に該当する者でなければなら

ない。 

(1) 構成員の全てが、県内に本店又は営業所を有し、土木一式工事に係る業種について、長野県の建設工

事入札参加資格の登録を受けていること。 

(2) 全ての構成員に、土木一式工事の業種に係る監理技術者となることができる者又は主任技術者とな

ることができる者で国家資格を有する者が存し、工事の施工に当たっては、これらの技術者を工事現場

毎に専任で配置し得ることを原則とする。 

また、共同施工を行う場合であって、当該工事規模に見合った施工能力を有する構成員が監理技術者

又は主任技術者を専任で配置するときは、他の構成員の配置する技術者は兼任で配置することができ

るものとする。 

  なお、分担施工を行う場合には、各構成員の分担工事及びその価額に応じて技術者を配置するもの

とする。 

 

５ 構成員の組合せ 

復旧・復興建設工事共同企業体の構成員の組合せは、次に掲げる要件を満たすものとする。 

(1) 構成員のうち代表者については、土木一式工事において建設工事における資格総合点数別発注標準

１－５_復興 JV の運用 
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表（以下「発注標準表」という。）の格付でＡ等級以上に格付されている者であること。 

(2) 代表者以外の構成員の格付は、発注標準表の格付でＣ等級以上に格付されている者であること。 

(3) 代表者以外の構成員のうち、少なくとも１社は、被災地域管内に本店を有していること。 

 

６ 代表者が欠けた場合の取扱い 

構成員のうち代表者が脱退、除名、破産、解散その他の事由により要件を満たさなくなった場合は、残

存構成員のうちいずれかを代表者とすることができるものとする。 

 

７ 入札参加資格総合点数 

(1) 復旧・復興建設工事共同企業体の入札参加資格総合点数は、構成員のうち発注標準表の格付でＡ等 

級以上を有する者が資格審査において算定された入札参加資格総合点数とする。 

(2) 前項の場合において、構成員のうちＡ等級以上を有する者が複数ある場合は、Ａ等級以上を有する 

構成員の入札参加資格総合点数の平均値とし、整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する 

ものとする。 

 

８ 結成方法 

自主結成とする。 

 

９ 登録 

(1) 一の企業が入札参加登録することができる復旧・復興建設工事共同企業体の数は、３を上限とする。

（特定建設工事共同企業体と経常建設共同企業体による登録の数は除く。） 

また、同一の企業が、単体若しくは、経常建設共同企業体又は復旧・復興建設工事共同企業体のいず

れかの形態をもって入札に同時に参加することは認めない。 

(2) 復旧・復興建設工事共同企業体の有効期限は、登録を受けた日の翌日から各構成員が登録されてい

る建設工事入札参加資格の有効期間の終期までとする。 

 

10 出資割合 

復旧・復興建設工事共同企業体の構成員の最低出資割合は、構成員数に応じ、次のとおりとする。 

(1) ２社の場合 ３０パーセント以上 

(2) ３社の場合 ２０パーセント以上 

(3) ４社の場合 １５パーセント以上 

 

11 入札参加登録申請 

復旧・復興建設工事共同企業体は、入札参加登録の申請をしようとするときは、次に掲げる書類を知事

に提出しなければならない。 

(1) 復旧・復興建設工事共同企業体入札参加資格登録申請書（様式第１号） 

(2) 復旧・復興建設工事共同企業体協定書（様式第２－１号又は第２－２号）の写し 

(3) その他知事が必要と認める書類 
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12 申請の時期 

復旧・復興建設工事共同企業体に係る入札参加資格の登録を申請する時期は、随時とする。 

 

13 協定書 

復旧・復興建設工事共同企業体協定書は、様式第２－１号又は第２－２号に準じて作成しなければなら

ない。 

 

14 変更等の届出 

 復旧・復興建設工事共同企業体登録者名簿の内容に変更が生じた場合は、復旧・復興建設工事共同企業 

体入札参加資格登録変更届（様式第３号）により提出すること。 

 

15 解散の時期 

復旧・復興建設工事共同企業体が解散し、復旧・復興建設工事共同企業体解散届（様式第４号）を提出

した場合は、入札参加資格の登録を抹消するものとする。  

ただし、工事を受注している場合は、請負契約履行後３箇月を経過するまでの間は解散できないものと

する。 

 

16 申請書等の提出先 

第 11、第 14 及び第 15 に掲げる書類の提出先は、復旧・復興建設工事共同企業体協定書に記載する事

業所の所在地を管轄する建設事務所とし、提出方法は持参又は郵送のいずれによることもできるものと

する。 

 

17 単体又は経常建設共同企業体としての名簿登載の効力 

復旧・復興建設工事共同企業体の登録を受けた場合であっても、既に建設工事入札参加資格に登載され

ている単体又は経常建設共同企業体としての資格は失わないものとする。 

 

18 入札参加の制限 

一の建設企業が単体、経常建設共同企業体、特定建設工事共同企業体又は復旧・復興建設工事共同企業

体のうち、複数の形態により同一の入札に参加することはできない。 

 

19  特定建設業の許可の有無 

復旧・復興建設工事共同企業体が工事を施工する場合においては、構成員のうち１社以上が建設業法

（昭和 24 年法律第 100 号）第 15 条の規定に基づく特定建設業の許可を受けたものである場合は、当該

復旧・復興建設工事共同企業体を特定建設業の許可を受けているものとして取り扱うものとする。 

 

20 特定共同企業体の構成員となることの制限 

復旧・復興建設工事共同企業体は、特定建設工事共同企業体の構成員となることができない。ただし、

復旧・復興建設工事共同企業体の構成員である一の建設企業が単体又は経常建設共同企業体として特定



 

20 
 

建設工事共同企業体の構成員となることを妨げない。 

 

21 その他 

この運用の施行に関し必要な事項は、別に定める。 

 

22 適用 

この運用は、本ガイドライン通知日から令和６年３令和６年３令和６年３令和６年３月までの公告案件月までの公告案件月までの公告案件月までの公告案件に適用できるものとする。 
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様式第１号 

復旧・復興建設工事共同企業体入札参加資格登録申請書 

 

令和   年   月   日  

 

長野県知事          様 

 

（ふりがな） 

共同企業体の名称  〇〇〇復旧・復興建設工事共同企業体 

 

代表者 住 所 

商号又は名称 

代 表者氏 名               ㊞ 

 

              構成員 住 所 

商号又は名称 

代 表者氏 名              ㊞ 

 

               構成員 住 所 

商号又は名称 

代 表者氏 名              ㊞ 

 

               構成員 住 所 

商号又は名称 

代 表者氏 名              ㊞ 

 

 今般、連帯責任によって請負工事の共同施工を行うため、○○建設株式会社代表取締役○○○〇を代表

とする○○○○○○復旧・復興建設工事共同企業体を結成したので、長野県が発注する復旧・復興工事に

参加したいので、協定書の写しを添えて申請します。 

 なお、この申請書及び添付書類の内容については、すべて事実と相違ないことを誓約します。 

 構成員の名称 建設業許可番号 許可年月日、許可業種 

代

表

者 

 大臣 

    （    ）第    号 

知事 

年   月   日  

土木一式工事 

構

成

員 

 大臣 

    （    ）第    号 

知事 

  年   月   日 

土木一式工事 

構

成

員 

 大臣 

    （    ）第    号 

知事 

  年   月   日 

土木一式工事 

構

成

員 

 大臣 

    （    ）第    号 

知事 

  年   月   日 

土木一式工事 
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様式第２－１号 

 

○〇○復旧・復興建設工事共同企業体協定書（甲） 

 

（目的） 

第１条 当共同企業体は、長野県発注に係る復旧・復興建設工事共同企業体の対象となる工事（以下「復

旧・復興工事」という。）を共同連帯して施工することを目的とする。 

 

（名称） 

第２条 当共同企業体は、○〇○復旧・復興建設工事共同企業体（以下「企業体」という。）と称する。 

 

（事務所の所在地） 

第３条 当企業体は、事務所を長野県○○市○○○○○○番地に置く。 

 

（成立の時期及び解散の時期） 

第４条 当企業体は、令和○○年○○月○○日に成立し、企業体に係る工事の請負契約の履行後３箇月を

経過するまでの間は、解散することができない。 

２ 前項の存続期間は、構成員全員の同意を得て、これを延長することができる。 

 

（構成員の住所及び名称） 

第５条 企業体の構成員は、次のとおりとする。 

    住    所  長野県○○市○○○○○○番地 

    商号又は名称  ○○○○○〇 

    住    所  長野県○○郡○○町○○○○○○番地 

    商号又は名称  ○○○○○○ 

 

（代表者） 

第６条 当企業体は、○○○○○○を代表者とする。 

 

（代表者の権限） 

第７条 当企業体の代表者は、復旧・復興工事の施工に関し、当企業体を代表してその権限を行うことを

名義上明らかにしたうえで、発注者及び監督官庁等と折衝する権限、入札に関する権限並びに請負代金

（前払金及び部分払金を含む。）の請求、受領及び当企業体に属する財産を管理する権限を有するもの

とする。 

 

（構成員の出資の割合等） 

第８条 当企業体の各構成員の出資の割合は、別に定めるところによるものとする。 

２ 金銭以外のものによる出資については、時価を参しゃくのうえ構成員が協議して評価するものとす

る。 

 

（運営委員会） 

第９条 当企業体は、構成員全員をもって、代表者を委員長とする運営委員会を設け、組織及び編成並び

に工事の施工の基本に関する事項、資金管理方法、下請企業の決定その他の企業体の運営に関する基本
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的かつ重要な事項について協議のうえ決定し、復旧・復興工事の完成にあたるものとする。 

 

（構成員の責任） 

第 10条 各構成員は、復旧・復興工事の請負契約の履行及び下請契約その他の工事の実施に伴い当企業

体が負担する債務の履行に関し、連帯して責任を負うものとする。 

 

（取引金融機関） 

第 11条 当企業体の取引金融機関は、○○銀行○○支店とし、当企業体の名称を冠した代表者名義の別

口預金口座によって取引するものとする。 

 

（決算） 

第 12条 当企業体は、復旧・復興工事竣工の都度当該復旧・復興工事について決算するものとする。 

 

（利益金配当の割合） 

第 13条 決算の結果利益を生じた場合には、第８条に基づく協定書に規定する出資の割合により構成員

に利益金を配当するものとする。 

 

（欠損金の負担の割合） 

第 14条 決算の結果欠損金を生じた場合には、第８条に基づく協定書に規定する出資の割合により構成

員が欠損金を負担するものとする。 

 

（権利義務の譲渡の制限） 

第 15条 本協定書に基づく権利義務は、他人に譲渡することはできない。 

 

（工事途中における構成員の脱退に対する措置） 

第 16条 構成員は、発注者及び構成員全員の承認がなければ、当企業体が復旧・復興工事を完成する日

までは脱退することができない。 

２ 構成員のうち復旧・復興工事の途中において前項の規定により脱退した者がある場合においては、残

存構成員が共同連帯して復旧・復興工事を完成する。 

３ 第１項の規定により構成員のうち脱退した者があるときは、残存構成員の出資の割合は、脱退構成員

が脱退前に有していたところの出資の割合を、残存構成員が有している出資の割合により分割し、これ

を第８条に基づく協定書に規定する割合に加えた割合とする。 

４ 脱退した構成員の出資金の返還は、決算の際行うものとする。ただし、決算の結果欠損金を生じた場

合には、脱退した構成員の出資金から構成員が脱退しなかった場合に負担すべき金額を控除した金額

を返還するものとする。 

５ 決算の結果利益を生じた場合において、脱退構成員には利益金の配当は行わない。 

 

（構成員の除名） 

第 17条 当企業体は、構成員のうちいずれかが、復旧・復興工事の途中において重要な義務の不履行そ

の他の除名しうる正当な事由を生じた場合においては、他の構成員全員及び発注者の承認により当該

構成員を除名することができるものとする。 

２ 前項の場合においては、除名した構成員に対してその旨を通知しなければならない。 

３ 第１項の規定により構成員が除名された場合においては、前条第２項から第５項までを準用するも
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のとする。 

 

（工事途中における構成員の破産又は解散に対する処置） 

第 18条 構成員のうちいずれかが復旧・復興工事の途中において破産又は解散した場合においては、第

16条第２項から第５項までを準用するものとする。 

 

（代表者の変更） 

第 19条 代表者が脱退し若しくは除名された場合又は代表者としての責務を果たせなくなった場合にお

いては、従前の代表者に代えて、他の構成員全員及び発注者の承認により、残存構成員のいずれかを代

表者とすることができるものとする。 

 

（解散後のかし担保責任） 

第 20条 当企業体が解散した後においても、当企業体が施工した復旧・復興工事につきかしがあったと

きは、各構成員は共同連帯してその責に任ずるものとする。 

 

（協定書に定めのない事項） 

第 21条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。 

 

 ○○○○○○外○社は、上記のとおり○○○復旧・復興建設工事共同企業体協定を締結したので、その

証としてこの協定書○通を作成し、各通に構成員が記名押印し、各自保有するものとする。 

 

  令和   年   月   日 

 

共同企業体の名称 ○○○復旧・復興建設工事共同企業体 

 

代表者 住 所 

商号又は名称  

代 表者氏 名            印 

 

構成員 住 所 

商号又は名称  

代 表者氏 名            印 

 

構成員 住 所 

商号又は名称  

代 表者氏 名            印 
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様式第２－２号 

 

○〇○復旧・復興建設工事共同企業体協定書（乙） 

 

（目的） 

第１条 当共同企業体は、長野県発注に係る復旧・復興建設工事共同企業体の対象となる工事（以下「復

旧・復興工事」という。）を共同連帯して施工することを目的とする。 

 

（名称） 

第２条 当共同企業体は、○〇○復旧・復興建設工事共同企業体（以下「企業体」という。）と称する。 

 

（事務所の所在地） 

第３条 当企業体は、事務所を長野県○○市○○○○○○番地に置く。 

 

（成立の時期及び解散の時期） 

第４条 当企業体は、令和○○年○○月○○日に成立し、企業体に係る工事の請負契約の履行後３箇月を

経過するまでの間は、解散することができない。 

２ 前項の存続期間は、構成員全員の同意を得て、これを延長することができる。 

 

（構成員の住所及び名称） 

第５条 企業体の構成員は、次のとおりとする。 

    住    所  長野県○○市○○○○○○番地 

    商号又は名称  ○○○○○〇 

    住    所  長野県○○郡○○町○○○○○○番地 

    商号又は名称  ○○○○○○ 

 

（代表者） 

第６条 当企業体は、○○○○○○を代表者とする。 

 

（代表者の権限） 

第７条 当企業体の代表者は、復旧・復興工事の施工に関し、当企業体を代表してその権限を行うことを

名義上明らかにしたうえで、発注者及び監督官庁等と折衝する権限、入札に関する権限並びに請負代金

（前払金及び部分払金を含む。）の請求、受領及び当企業体に属する財産を管理する権限を有するもの

とする。 

 

（分担工事額） 

第８条 当企業体の各構成員の工事の分担は、別に定めるところによるものとする。 

２ 前項に規定する分担工事の価額については、運営委員会で定める。 

 

（運営委員会） 

第９条 当企業体は、構成員全員をもって、代表者を委員長とする運営委員会を設け、復旧・復興工事の

完成にあたるものとする。 
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（構成員の責任） 

第 10条 各構成員は、運営委員会が決定した工程表によりそれぞれの分担工事の進捗を図り、請負契約

の履行に関し連帯して責任を負うものとする。 

 

（取引金融機関） 

第 11条 当企業体の取引金融機関は、○○銀行○○支店とし、当企業体の名称を冠した代表者名義の別

口預金口座によって取引するものとする。 

 

（構成員の必要経費の分配） 

第 12条 構成員はその分担工事の施工のため、運営委員会の定めるところにより必要な経費の分配を受

けるものとする。 

 

（共通費用の分担） 

第 13条 復旧・復興工事施工中に発生した共通の経費等については、分担工事額の割合により毎月１回

運営委員会において、各構成員の分担額を決定するものとする。 

 

（構成員の相互間の責任の分担） 

第 14条 構成員がその分担工事に関し、発注者及び第三者に与えた損害は、当該構成員がこれを負担す

るものとする。 

２ 構成員が他の構成員に損害を与えた場合においては、その責任につき関係構成員が協議するものと

する。 

３ 前二項に規定する責任について協議がととのわないときは、運営委員会の決定に従うものとする。 

４ 前三項の規定は、いかなる意味においても第 10条に規定する当企業体の責任を免れるものではない。 

 

（権利義務の譲渡の制限） 

第 15条 本協定書に基づく権利義務は、他人に譲渡することはできない。 

 

（工事途中における構成員の脱退に対する措置） 

第 16条 構成員は、発注者及び構成員全員の承認がなければ、当企業体が復旧・復興工事を完成する日

までは脱退することができない。 

２ 構成員のうち復旧・復興工事の途中において前項の規定により脱退した者がある場合においては、残

存構成員が共同連帯して復旧・復興工事を完成する。 

 

（構成員の除名） 

第 17条 当企業体は、構成員のうちいずれかが、復旧・復興工事の途中において重要な義務の不履行そ

の他の除名しうる正当な事由を生じた場合においては、他の構成員全員及び発注者の承認により当該

構成員を除名することができるものとする。 

２ 前項の場合においては、除名した構成員に対してその旨を通知しなければならない。 

３ 第１項の規定により構成員が除名された場合においては、前条第２項を準用するものとする。 

 

（工事途中における構成員の破産又は解散に対する処置） 

第 18条 構成員のうちいずれかが復旧・復興工事の途中において破産又は解散した場合においては、残

存構成員が共同連帯して当該構成員の分担工事を完成するものとする。 
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２ 前項の場合においては、第 14条第２項及び第３項の規定を準用する。 

 

（代表者の変更） 

第 19条 代表者が脱退し若しくは除名された場合又は代表者としての責務を果たせなくなった場合にお

いては、従前の代表者に代えて、他の構成員全員及び発注者の承認により、残存構成員のいずれかを代

表者とすることができるものとする。 

 

（解散後のかし担保責任） 

第 20条 当企業体が解散した後においても、当企業体が施工した復旧・復興工事につきかしがあったと

きは、各構成員は共同連帯してその責に任ずるものとする。 

 

（協定書に定めのない事項） 

第 21条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。 

 

 ○○○○○○外○社は、上記のとおり○○○復旧・復興建設工事共同企業体協定を締結したので、その

証としてこの協定書○通を作成し、各通に構成員が記名押印し、各自保有するものとする。 

 

 

令和   年   月   日 

 

共同企業体の名称 ○○○復旧・復興建設工事共同企業体 

 

代表者 住 所 

商号又は名称  

代 表者氏 名            印 

 

構成員 住 所 

商号又は名称  

代 表者氏 名            印 

 

構成員 住 所 

商号又は名称  

代 表者氏 名            印 
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様式第３号 

 

復旧・復興建設工事共同企業体入札参加資格登録変更届 

 

 

令和    年   月   日 

 

長野県知事         様 

 

                 共同企業体の名称 〇〇復旧・復興建設工事共同企業体 

代表者住所 

商号又は名称  

                 代表者名                ㊞ 

 

 

 

先に提出した復旧・復興建設工事共同企業体入札参加資格登録申請書の記載事項に 

変更がありましたので、関係書類を添えて次のとおり届け出ます。 

 

変 更 事 項 変 更 前 変 更 後 変 更 年 月 日 
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様式第４号 

 

復旧・復興建設工事共同企業体解散届 

 

令和   年   月   日  

 

長野県知事          様 

 

 

共同企業体の名称  〇〇〇復旧・復興建設工事共同企業体 

 

代表者 住 所 

商号又は名称 

代 表者氏 名              ㊞ 

 

              構成員 住 所 

商号又は名称 

代 表者氏 名             ㊞ 

 

               構成員 住 所 

商号又は名称 

代 表者氏 名             ㊞ 

 

構成員 住 所 

商号又は名称 

代 表者氏 名             ㊞ 

 

 

当企業体は、○○〇復旧・復興建設工事共同企業体協定書第〇条第〇項に基づき、解散するこ

とを決定したので下記のとおり届け出ます。 

 

記 

 

１ 登録番号 

 

２ 解散年月日 
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○〇○復旧・復興建設工事共同企業体協定書（甲）第８条に基づく協定書 

 

○○発注に係る下記工事については、○○○復旧・復興建設工事共同企業体協定書第８条の規

定により、当企業体構成員の出資の割合を次のとおり定める。 

ただし、当該工事について発注者と契約内容の変更増減があっても、構成員の出資の割合は変

わらないものとする。 

 

記 

 

１ 工事の名称  ○○○○○○工事 

２ 出資の割合  （構成員名）    ％ 

         （構成員名）    ％ 

         （構成員名）    ％ 

         （構成員名）    ％ 

 

 ○○○○○○外○社は、上記のとおり出資の割合を定めたのでその証拠としてこの協定書○通

を作成し、各通に構成員が記名押印し、各自保有するものとする。 

 

令和   年   月   日 

 

共同企業体の名称 ○○○復旧・復興建設工事共同企業体 

 

代表者 住 所 

商号又は名称  

代 表者氏 名            印 

 

構成員 住 所 

商号又は名称  

代 表者氏 名            印 

 

構成員 住 所 

商号又は名称  

代 表者氏 名            印 

 

構成員 住 所 

商号又は名称  

代 表者氏 名            印 
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○〇○復旧・復興建設工事共同企業体協定書（乙）第８条に基づく協定書 

 

○○発注に係る下記工事については、○○○復旧・復興建設工事共同企業体協定書第８条の規

定により、当企業体構成員が分担する工事の工事額を次のとおり定める。 

ただし、分担工事の一つにつき発注者と契約内容の変更増減があったときは、それに応じて分

担の変更があったものとする。 

 

記 

 

１ 工事の名称  ○○○○○○工事 

２ 分担工事額（消費税分を含む） 

（分担工事現場名） （構成員名）  ○○円 

   （分担工事現場名） （構成員名）  ○○円 

   （分担工事現場名） （構成員名）  ○○円 

   （分担工事現場名） （構成員名）  ○○円 

 

 ○○○○○○外○社は、工事の分担について、上記のとおり定めたので、その証拠としてこの

協定書○通を作成し、各通に構成員が記名押印し、各自保有するものとする。 

 

令和   年   月   日 

 

共同企業体の名称 ○○○復旧・復興建設工事共同企業体 

 

代表者 住 所 

商号又は名称  

代 表者氏 名            印 

 

構成員 住 所 

商号又は名称  

代 表者氏 名            印 

 

構成員 住 所 

商号又は名称  

代 表者氏 名            印 

 

構成員 住 所 

商号又は名称  

代 表者氏 名            印 
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Ｑ１ 復旧・復興建設工事共同企業体制度（復興ＪＶ）の目的は？ 

Ａ１ 災害復旧工事は、迅速かつ効率的な施工を目的として、被災箇所を管轄する地域

振興局（10 ブロック）に本店を置く企業を入札公告時の要件として工事発注を行

っていますが、大規模災害による災害復旧においては、被災箇所が多いことから、

被災地域の単体企業では技術者の不足等により担えないため、被災地域における

雇用の確保を図りつつ、広域的な観点から必要な体制を確保することを目的とし

て、被災地域外の建設企業も構成員として参加できる復興ＪＶ制度を導入するこ

ととしました。 

 

Ｑ２ どのような工事が対象となるのか？ 

Ａ２ 予定価格が８千万円以上の土木一式工事を対象とし、工事箇所の施工規模、難易

度等を総合的に勘案し、発注機関の長が対象案件を選定します。 

復旧・復興建設共同工事企業体を入札参加要件として設定する場合は、入札公告

にその旨を記載します。 

 

Ｑ３ 復興ＪＶが入札に参加できる入札案件の営業所の所在地に関する要件は？ 

Ａ３ 地域に精通した企業による施工が迅速かつ効率的な復旧につながることから、災

害復旧工事は、10ブロックを基本として営業所の所在地の要件として設定します。 

   ただし、工事規模、内容によって地域要件を拡大する場合があります。 

 

Ｑ４ 共同企業体の形態（甲型と乙型）の違いは？ 

Ａ４【甲型共同企業体】 

全構成員が各々あらかじめ定めた出資の割合に応じて資金、人員、機械等を拠出 

して、一体となって工事を施工する方式です。 

そのため、甲型の損益計算は、各構成員の企業会計への帰属は出資比率に応じた

ものとなります。 

【乙型共同企業体】 

分担施工方式であり、各構成員間で共同企業体が請け負った工事をあらかじめ工 

区に分割し、各構成員は、それぞれの分担した工事について責任を持って工事を

施工する方式です。 

分割発注と似ていますが、最終的には他の構成員の施工した工事についても、互

いに発注者に対して連帯責任を負うことになります。 

 

   トンネル工事や橋梁工事を施工する場合は、甲型共同企業体を設立する場合が多

く、小規模維持補修工事の場合は、乙型共同企業体を設立する場合が多い状況で

す。複数箇所を同時期に施工する場合には、乙型共同企業体が向いていますが、

各構成員の分担工事及びその価格に応じて主任(監理)技術者を配置する必要があ

り、技術者不足の解決にはならない場合があります。 

 

Ｑ５ 最上位等級とはどの格付けか？ 
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Ａ５ 格付けＡ 資格総合点数 953点以上です。 

 

Ｑ６ 建設業許可の考え方は？（１） 

Ａ６【甲型共同企業体】 

施工しようとする工事の種類の全部が構成員の何らかの許可業種に対応している

ことが必要となります。  

  【乙型共同企業体】 

各構成員の施工する分担工事の種類と、その構成員の許可業種とが対応している 

必要があります。 

例えば、Ｈ社の許可業種が「舗装」だけであれば、土木一式の工事を分担施工さ

せることはできません。 

 

Ｑ７ 建設業許可の考え方は？（２） 

Ａ７ 共同企業体の構成員のうち最低 1 社が特定建設業の許可を有していれば、当該共

同企業体が特定建設業の許可を有しているものとして扱います。 

 

Ｑ８ 技術者の配置は？ 

Ａ８【甲型共同企業体】 

全ての構成員に、主任又は監理技術者となることができる者がおり、各構成員の

技術者を工事現場に専任で配置することを原則としますが、共同施工を行う場合

は、工事現場に専任で配置する技術者は共同企業体から１名とし、他の構成員の

配置する技術者は兼任とすることも可能とします。  

  【乙型共同企業体】 

各構成員の分担工事及びその価格に応じて主任(監理)技術者を配置する必要があ

ります。 

  

Ｑ９-1 復旧・復興建設工事共同企業体の組み合わせは？ 

Ａ９-1 県内に本店又は営業所を有し、発注標準表の「土木一式工事」において、格付け

Ａ等級以上（最上位等級）から格付けＣ等級以上の建設企業の組み合わせとなり

ます。 

   代表者は格付けＡ等級以上から選出するとともに、地域の雇用確保のため、少な

くとも 1者は被災地域管内に本店を有する者を選定してください。 

 

Ｑ９-2 「当面の運用 5構成員の組合せ(3)」に「代表者以外の構成員のうち、少なくと

も 1 社は、被災地域管内に本店を有していること」とあるが、代表者が被災地域

管内の建設業者である場合、構成員も被災地域管内の建設業者としなければなら

ないのか？ 

Ａ９-2 A9-1にあるとおり、復旧・復興建設工事共同企業体には、少なくとも 1者は被

災地域管内に本店を有する者を選定するという意味であり、代表者を被災地域管
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内の建設業者とする場合は、他の構成員は被災地域管外の建設業者でも構いませ

ん。 

 

Ｑ10 被災地域はどの範囲か？ 

Ａ10 災害救助法が適用された市町村を指します。 

 

Ｑ11 被災地域の企業だけでも復興ＪＶを組めるのか？ 

Ａ11 可能です。 

 

Ｑ12 復興ＪＶの事業所の所在地は、どこになるのか？ 

Ａ12 共同企業体協定書に記載する事業所の所在地を本店の所在地として扱います。 

   被災地域の企業が代表者でなくても構いませんが、被災地域内に事業所を置かな

いと、10ブロックの入札には参加できません。 

      協定書に記載する事業所の所在地は、被災地域管内の建設会社の住所を記載して

ください。 

 

Ｑ13 復旧・復興建設工事共同企業体の資格総合点数は？ 

Ａ13 構成員のうち発注標準表の格付けで最上位等級（Ａ等級以上＝資格総合点数 953

点以上）を有する者が資格審査において算定された入札参加資格総合点数としま

す。ただし、構成員のうち最上位の等級区分を有する者が複数ある場合は、当該

構成員の入札参加資格総合点数の平均値とし、整数未満の端数があるときは、そ

の端数を四捨五入するものとします。 

 

Ｑ14 復旧・復興建設工事共同企業体の代表者は被災地域の企業がなるのか？ 

Ａ14 被災地域の企業でなくても構いません。 

 

Ｑ15 復旧・復興建設工事共同企業体の申請はどこに提出するのか？ 

Ａ15 復旧・復興建設工事共同企業体協定書に記載する事業所の所在地を管轄する建設

事務所の総務課に提出してください. 

申請書類の提出先、受付を行う建設事務所は次のとおりです。 



 

35 
 

 

担  当  機  関 郵便番号 所    在    地 電 話 番 号 

佐久建設事務所 建設業係 

上田建設事務所 総務課 

諏訪建設事務所 総務課 

伊那建設事務所 総務課 

飯田建設事務所 総務課 

木曽建設事務所 総務課 

松本建設事務所 総務課 

大町建設事務所 総務課 

長野建設事務所 総務課 

北信建設事務所 総務課 

385-8533 

386-8555 

392-8601 

396-8666 

395-0034 

397-8550 

390-0852 

398-8602 

380-0836 

383-8515 

佐久市跡部 65-1 

上田市材木町 1-2-6 

諏訪市上川 1-1644-10 

伊那市荒井 3497 

飯田市追手町 2-678 

木曽郡木曽町福島 2757-1 

松本市大字島立 1020 

大町市大町 1058-2 

長野市大字南長野南県町 686-1 

中野市大字壁田 955 

0267-63-3170 

0268-25-7161 

0266-57-2933 

0265-76-6845 

0265-53-0448 

0264-25-2237 

0263-40-1962 

0261-23-6530 

026-234-9537 

0269-23-0791 

 

Ｑ16 復旧・復興建設工事共同企業体は、入札の都度、申請する必要があるのか？ 

Ａ16 申請の時期は随時とし、有効期限は登録を受けた日の翌日から各構成員が登録さ

れている建設工事入札参加資格の有効期限の終期までとします。 

 

Ｑ17 復旧・復興建設共同企業体の所在地を佐久地域振興局管内に置いた場合、上田建

設事務所発注の入札に参加できるのか？ 

Ａ17 復旧・復興建設共同企業体の事業所の所在地が佐久地域振興局管内にある場合、

入札公告に示す営業所の所在地に関する要件が「上田地域振興局管内に本店を有

していること」である場合は、その入札に参加できません。 

 

Ｑ18 一つの企業が結成できる復興ＪＶの数は？ 

Ａ18 一つの企業で結成できる復興ＪＶは３つまでとします。既に結成している（トン

ネルや橋）特定ＪＶや小規模維持修繕ＪＶは含みません。 

 

Ｑ19 同一案件に復旧・復興建設工事共同企業体とその構成員が単体企業として応札す

ることは可能か？ 

Ａ19 復興ＪＶと当該ＪＶ構成員の単体企業が同一案件に同時に応札することはできま

せん。 

 

 

 

Ｑ20 「復旧・復興建設工事共同企業体協定書第８条（甲）に基づく協定書」はいつ提出

するのか？ 

工事案件に応じて、出資比率を変えてよいか？  

Ａ20 「復旧・復興建設工事共同企業体協定書第８条（甲）に基づく協定書」は、落札候

補者決定後に提出する要件審査書類として提出してください。 

   出資比率は、案件ごとに変えても構いませんが、構成員間で経理に関する取扱等
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十分協議し、適切な運営を行ってください。 

 

Ｑ21 「復旧・復興建設工事共同企業体協定書第８条（乙）に基づく協定書」はいつ提出

するのか？ 

工事案件に応じて、出資比率を変えてよいか？ 

Ａ21 「復旧・復興建設工事共同企業体協定書第８条（乙）に基づく協定書」は、落札候

補者決定後に提出する要件審査書類として提出してください。 

   案件ごと構成員間で分担する現場を決定し、分担する工事箇所ごとに、構成員と

金額を記載してください。 

なお、乙型の場合は、各構成員の分担工事とその価格に応じた主任（監理）技術

者を報告してください。 

発注者と復旧・復興建設工事共同企業体との間で、契約内容の変更に伴う請負額

の変更があっても、第８条に基づく協定書を変更し提出する必要はありません。 

 

Ｑ22 入札公告で同種工事の実績が基本要件となっている場合、 

復旧・復興建設工事共同企業体の工事実績の扱いは？ 

Ａ22 ①甲型共同企業体においては、構成員のいずれかが施工実績を有している。 

②乙型共同企業体においては、全ての構成員が施工実績を有している。 

ことが必要となります。 

なお、構成員が「県外本店の営業所」の場合は本店や他の営業所の実績でも構い

ませんが、「本店扱いの営業所等」の場合は本店や他の営業所の実績は認めないこ

ととします。 

また、工事成績点が 65点未満のものは、工事実績として認めないこととします。 

 

Ｑ23 一抜け方式による発注の場合、一つの案件を復旧・復興建設工事共同企業体で応

札し、その他の案件を単独企業で応札した場合は、一抜けの対象となるのか。 

Ａ23 一抜け方式の場合は、一つの案件を復旧・復興建設工事共同企業体で応札し、そ

の他の案件を単独企業で応札することは可能です。ただし、復興ＪＶと当該ＪＶ

構成員の単体企業が同一案件に同時に応札することはできません。 

 

Ｑ24 総合評価落札方式の発注案件に、復旧・復興建設工事共同企業体で応札する場合

の評価の方法は？ 

Ａ24 総合評価落札方式による入札において、復興ＪＶの参加も認める場合は、入札公

告文の各評価項目欄に計算方法を記載しますので、公告に従い計算してください。 

 

Ｑ25 復興ＪＶとその構成員である単体企業が同時入札した場合はどうなるのか？ 

Ａ25 いずれの入札書も無効とします。 

 

Ｑ26 「一つの企業で結成できる復興ＪＶは３つまで」とされているが、同一案件に一

つの企業が構成員となる３つの復興ＪＶが同時入札した場合はどうなるのか？ 
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Ａ26  いずれの入札書も無効とします。 

 

Ｑ27 復興ＪＶの工事成績点や実績はどのようになるのか？ 

Ａ27 復興ＪＶは特定ＪＶと同様の扱いとします。 
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【現地機関用】 

Ｑ１ 要件調書、入札公告文の記載方法は？ 

Ａ１ 要件調書(9)その他公告記載事項に 

「本工事は、復旧・復興建設工事共同企業体の入札参加を認める工事案件である。」 

と記載してください。 

入札公告文３の下に次のように記載 

本工事は、復旧・復興建設工事共同企業体の入札参加を認める工事案件です。 

２一般競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

(7)その他の参加資格要件欄に 

要件調書と同様に「本工事は、復旧・復興建設工事共同企業体の入札参加を認め

る工事案件である。」と記載してください。 

 

Ｑ２ 復旧・復興建設工事共同企業体の入札参加資格登録申請書の内容の審査はどこが

行うのか？ 

Ａ２  復旧・復興建設工事共同企業体協定書に記載されている「事業所の所在地」を管

轄する建設事務所の総務課において内容の確認を行ってください。 

   内容を確認し、復旧・復興建設工事共同企業体に該当しない場合は、その旨を復

旧・復興建設工事共同企業体に連絡してください。 

 

Ｑ３ 復旧・復興建設工事共同企業体の入札参加資格登録申請の審査方法は？ 

Ａ３ 構成員の要件、構成員の組合せ等の内容が適正か、次の内容に基づき確認を行っ

てください。 

・入札参加資格登録申請書（様式第１号）と、添付された協定書（様式第２－１号

又は第２－２号）の内容に相違がないか 

・構成員の全てが県内に本社又は営業所を有しているか 

・構成員の全てが土木一式工事の業種について、建設業許可を有し、入札参加資格

を有しているか、 

（構成員のうち 1社が特定建設業の許可を有していれば、当該共同企業体が特定

建設業の許可を有しているものとして扱います。） 

・構成員のうち代表者は、発注標準表の格付でＡ等級以上に格付されているか 

・代表者以外の構成員は、発注標準表の格付でＣ等級以上に格付されているか 

・代表者以外の構成員のうち、少なくとも１社は、被災地域管内に本店を有して 

いるか 

   詳細については、「復旧・復興建設工事共同企業体を活用するための当面の運用 

について」の通知文を参照してください。 

 

Ｑ４ 入札参加資格登録申請書類はどうするのか？ 

Ａ４ 建設事務所で内容を審査し、復旧・復興建設工事共同企業体として認めることが

できた場合は、入札参加資格登録申請書と協定書の写しを速やかに技術管理室へ

送付してください。 

   一つの企業で結成できるは、復旧・復興建設工事共同企業体３つまでとしている
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ので、その確認は現地機関からの報告をもとに、技術管理室で管理します。 

 

Ｑ５ 復旧・復興建設工事共同企業体の入札参加資格登録名簿の公表は？ 

Ａ５ 建設事務所から送付された復旧・復興建設工事共同企業体入札参加資格登録申請

書の内容に基づき、技術管理室においてホームページ上に復旧・復興建設工事共

同企業体の入札参加資格登録名簿を公表します。 

 

Ｑ６ 復旧・復興建設工事共同企業体のみを対象とした公告を行うことは可能か？ 

Ａ６ 復旧・復興建設工事共同企業体のみでは競争性が確保されないおそれがあるため

不可能です。 

 

Ｑ７ 単独企業と復旧・復興建設工事共同企業体の入札参加を認める案件について、総

合評価落札方式を活用する場合、評価項目はどのように評価するのか。 

Ａ７ 下記を参考として記載してください。 

 

工事成績 

※７ 復興ＪＶの工事成績点 

＝復興ＪＶ構成員の何れかの者の工事成績点 

工 

事 

実 

績 

同種工事

実績 

※３ 復興ＪＶの場合、実績件数＝復興ＪＶ構成員実績件数の合計 

優良工事等

表彰実績 

※１ 復興ＪＶの場合、構成員のいずれかが実績を有していれば評価 

地域要件 ※１ 復興ＪＶの場合、事業所の所在地が○○市町村にあれば評価 

社

会

貢

献 

小規模 

補修 

※２ 復興ＪＶの場合、構成員のいずれかが登録又は締結していれば評価 

※２ 復興ＪＶの場合、構成員のいずれかが災害応急活動をしていれば評価 

災害時 

緊急体制 

※３ 復興ＪＶの場合、構成員のいずれかが雇用していれば評価    

技

術

者

 

要

件

 

資格等 ※４ 復興ＪＶの場合、専任で配置する主任（監理）技術者の資格で評価 

実績等 ※３ 復興ＪＶの場合、専任で配置する主任（監理）技術者の資格で評価 

継続教育 ※２ 復興ＪＶの場合、専任で配置する主任（監理）技術者の単位数で評価 

建

設

 

マ

ネ

ジ

メ

ン

ト 

労働 

環境 

※２ 復興ＪＶの評価点＝復興ＪＶ構成員の点数の合計／（構成員数） 

施

工

体

制 

自社雇用

技能者 

※３ 復興ＪＶの場合、構成員のいずれかが配置する技能者で評価 
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／
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工工工工 期期期期

履
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日
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始
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日

履
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期

間
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日
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期

日
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日

業
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完
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日

業

務
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日

業

務

完

了

日
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手

日

着

手

日

着

手

日

着

手

日

5/205/205/205/20 6/16/16/16/1 12/1012/1012/1012/10

建設工事に係る業務委託履行期限選択可能契約制度（フレックス工期契約制度）実施要領建設工事に係る業務委託履行期限選択可能契約制度（フレックス工期契約制度）実施要領建設工事に係る業務委託履行期限選択可能契約制度（フレックス工期契約制度）実施要領建設工事に係る業務委託履行期限選択可能契約制度（フレックス工期契約制度）実施要領    

 

 

１ 目 的 

    大規模災害に伴う災害復旧を速やかに実施するため、業務開始時期・業務完成期限等が特定され

ない業務委託の発注にあたって、あらかじめ当該業務の履行期間の始期日を選択できる「履行期間始

期日選択可能期間」を定めることにより、受注者の計画的かつ効率的な業務の履行を促進するものと

する。 

 

２ 対象業務 

前記１の「特定されない業務委託」とは、予定価格 100万円以上の業務で、上記目的の主旨を踏ま

え、発注者が必要と認めた業務とする。 

  

３ 工期等の設定 

(1) 履行期間始期日選択可能期間 

契約日の翌日から業務開始期限までの期間をいうものであり、当該期間は後記(2)の履行期間の

おおむね 30パーセント以下、又は 60 日を越えないものであること。 

ただし、債務負担行為（ゼロ国債、ゼロ県債等）に係るものについては、履行期間にかかわらず

90日以内とすることができる。 

(2) 履行期間 

設計図書等に定められた業務開始期限から業務完了予定日までの期間。 

(3) 工期 

契約締結時に受注者が履行期間始期日選択可能期間内において選択した業務開始日からの履行

期間。ただし、受注者の申出によって履行期間を短縮することができる。 

 

（参 考 例） 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１－６ 業務委託フレックス実施要領 

※履行期間始期日から 14日以内に業務計画書を作成し、監督員に提出 

※履行期間始期日から 15日以内に業務に着手（初回打合せ） 
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４ 前払金の取扱い 

前払金の取扱いについては、業務委託契約書に定めるところにより行うものであるが、請求は履行

期間始期日からできるものとする。 

 

 ５ 適用期間 

   本ガイドラインの通知日から令和○年○月までの公告案件に適用できるものとする。 

 

６ その他 

(1) 起工伺いの取扱い 

ア 起工伺いの「施行上の注意」欄に「フレックス工期契約制度」と朱書きすること。 

イ 起工伺いは、「履行期間始期日から○日間。ただし、業務開始期限は令和○○年○月○日」と記

載すること。 

(2) 入札公告等の取扱い 

ア 入札の実施についての入札公告の「工期」欄に「(○) ただし、この業務は「フレックス工期契

約制度」により発注しますので、業務開始期限は令和○○年○月○日です。」と記載すること。 

         また、「支払条件」欄に「(○)ただし、前払請求は履行期間始期日からできます。」と記載する

こと。 

イ 入札の執行の際は「当該業務はフレックス工期契約制度の適用業務である。」旨を告げること。 

(3) 業務委託契約書の取扱い 

ア 業務委託契約書の工期には、前記３(3)の工期を記載すること。 

（参考） 

工 期 自 令和○○年○月○日 

至 令和○○年○月○日 

イ 業務委託契約書に「ただし、請求は履行期間始期日からとする。」を記載すること。 

(4) 共通仕様書に係る取扱い 

ア 業務計画書の提出は、「契約締結後」を「履行期間始期日から」に読み替えるものとする。 

イ 業務の着手は、「契約締結後」を「履行期間始期日から」に読み替えるものとする。 

(5) 建設コンサルタント等の業務に係る受注希望型競争入札 入札心得に係る取扱い 

ア 業務計画書の提出は、「契約締結後」を「履行期間始期日から」に読み替えるものとする。 

イ 第 23条（業務の着手）の「契約締結後」を「履行期間始期日から」に読み替えるものとする。 
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建設工事早期契約制度及び施工期限選択可能契約制度（フレックス工期契約制度）実施要領建設工事早期契約制度及び施工期限選択可能契約制度（フレックス工期契約制度）実施要領建設工事早期契約制度及び施工期限選択可能契約制度（フレックス工期契約制度）実施要領建設工事早期契約制度及び施工期限選択可能契約制度（フレックス工期契約制度）実施要領    

 

 

建設工事の計画的な発注をもって工事の平準化及び受注者にとって効率的で円滑な施工時期の選択を

可能とすることにより、ゆとりある工事の促進を図るため、次により建設工事早期契約制度及び施工期

限選択可能契約制度を実施する。 

 

第１ 早期契約制度 

１ 目 的 

発注者は工事開始時期が特定される建設工事の発注に当たって、あらかじめ当該工事の工事開始

日を発注者が指定した上で、契約日の翌日から工事開始日の前日までの間を「猶予期間」として定め

ることにより、計画的な発注を行い工事の平準化を図るものとする。 

 

２ 対象工事 

前記１の「特定される建設工事」とは、次の各号に掲げる基準に適合する工事で発注者が必要と認

めたものとする。 

(1) 工事着手時期が特定されている工事であること。 

      （例：出水が予想される河川工事、観光シーズン後の工事、家屋移転等を待っての工事、樹木の

植栽工事等） 

(2) 諸条件を考慮して繰越が生じない工事であること。 

(3) 用地が確保されている工事であること。 

 

３ 工期等の設定 

(1) 猶予期間 

契約日の翌日から発注者が指定した工事開始日の前日までの期間をいうものであり、当該期間

は後記(2)の工事期間のおおむね 30パーセント以下、又は 60日を越えないものであること。 

ただし、債務負担行為（ゼロ国債、ゼロ県債等）に係るものについては、工事期間にかかわらず

90日以内とすることができる。 

(2) 工期（工事期間） 

設計書に定められた工事開始日から工事完成日までの期間。 

１－７ 建設工事（フレックス）実施要領 

令和６令和６令和６令和６年年年年３３３３月まで月まで月まで月までの間、以下のとおり運用します。の間、以下のとおり運用します。の間、以下のとおり運用します。の間、以下のとおり運用します。    

第２ 施工期限選択可能制度（フレックス工期契約制度） 

３ 工期等の設定 

(1) 工事開始日選択可能期間 

契約日の翌日から工事開始期限までの期間をいうものであり、当該期間は 120120120120 日を越え日を越え日を越え日を越え

ないないないないものであること。 

ただし、債務負担行為（ゼロ国債、ゼロ県債等）に係るものについては、180180180180 日以内日以内日以内日以内とす

ることができる。 
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（参考）  ４ ４ ４   ４        ５      ６               12 

      ／ ／ ／  ／        ／      ／            ／ 

     10 11 15   20        20     １           20 

 

 

 

 

 

 

 

                       猶予期間                  工 期 
                                                    （工事期間） 

 

４ 前払金の取扱い 

前払金の取扱いについては、長野県建設工事標準請負約款第 34条に定めるところにより行うもの

であるが、請求は工事開始日からできるものとする。 

 

５ その他 

(1) 工事起工伺いの取扱い 

ア 工事起工伺いの「施行上の注意」欄に「早期契約制度」と朱書きすること。 

イ 起工伺いの「伺い」欄の「工事完成期限 着工の日から 日間」を削除し「工期 令和○○年

○月○日から、令和○○年○月○日までの○○日間」と記載すること。 

(2) 入札公告等の取扱い 

ア 入札の実施についての入札公告の「工期」欄に「（○）ただし、この工事は「早期契約制度」に

より発注しますので、工事開始日は令和○○年○月○日です。」と記載すること。 

   また、「支払条件」欄に「(○)ただし、前払請求は工事開始日からできます。」と記載すること。 

イ 入札の執行の際は「当該工事は、早期契約制度の適用工事である。」旨を告げること。 

(3) 建設工事請負契約書の取扱い 

ア 建設工事請負契約書の工期には、前記３(2)の工期を記載すること。 

       （参考） 

        工 期 自 令和○○年○月○日 

            至 令和○○年○月○日 

イ 請負契約約款第 34条第１項に「ただし、請求は工事開始日からとする。」と記載すること。 

      ただし、当該年度歳出予算を伴わない債務負担行為に係る工事については「ただし、請求は令

和○○年○月○日以降とする。」と記載すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

落

札

者

の

決

定

の

日

の

翌

日 

落

札

者

の

決

定 

 
 

決

定

後

５

日

以

内

） 

契

約

締

結

（

落

札

者

の 

工

事

開

始

日 

工

程

表

提

出 

前

払

金

請

求

日

（

以

降

可

） 

か

ら

３

０

日

以

内) 

工

事

着

手

日(

工

事

開

始

日 

工

事

完

成

日 



 

44 
 

第２ 施工期限選択可能契約制度（フレックス工期契約制度） 

１ 目 的 

    発注者は工事開始時期・工事完成期限等が特定されない建設工事の発注に当たって、あらかじめ

当該工事の契約日の翌日から一定期間内に受注者が工事開始日を選択できる「工事開始日選択可能

期間」を定めることにより、受注者にとって効率的で円滑な施工時期の選択を可能とし、ゆとりある

工事の促進を図るものとする。 

 

２ 対象工事 

前記１の「特定されない建設工事」とは、次の各号に掲げる基準に適合する工事で発注者が必要と

認めたものとする。 

(1) 予定価格が 500万円以上の工事であること。 

(2) 諸条件を考慮して繰越が生じない工事であること。 

(3) 用地が確保されている工事であること。 

  

３ 工期等の設定 

(1) 工事開始日選択可能期間 

契約日の翌日から工事開始期限までの期間をいうものであり、当該期間は後記(2)の工事期間の

おおむね 30パーセント以下、又は 60 日を越えないものであること。 

ただし、債務負担行為（ゼロ国債、ゼロ県債等）に係るものについては、工事期間にかかわらず

90日以内とすることができる。 

(2) 工事期間 

設計書に定められた工事開始期限から工事完成予定日までの期間。 

(3) 工期 

契約締結時に受注者が工事開始日選択可能期間内において選択した工事開始日からの工事期間。

ただし、受注者の申出によって工事期間を短縮することができる。 

（参考） 

    

４ ４  ４    ４          ５                12 

  ／ ／  ／      ／           ／                 ／ 

   10 11  15    20         30                20 

 

 

                                     

                    5/20   6/10          12/10 
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４ 前払金の取扱い 

前払金の取扱いについては、長野県建設工事標準請負約款第 34条に定めるところにより行うもの

であるが、請求は工事開始日からできるものとする。 

 

５ その他 

(1) 工事起工伺いの取扱い 

ア 工事起工伺いの「施行上の注意」欄に「フレックス工期契約制度」と朱書きすること。 

イ 起工伺いの「伺い」欄の「工事完成期限 着工の日から 日間」を削除し、「工期」とし、「工

事開始日から  日間。ただし、工事開始期限は令和○○年○月○日」と記載すること。 

(2) 入札公告等の取扱いア 入札の実施についての入札公告の「工期」欄に「(○) ただし、この工事 

は「フレックス工期契約制度」により発注しますので、工事開始期限は令和○○年○月○日です。」 

と記載すること。 

        また、「支払条件」欄に「(○)ただし、前払請求は工事開始日からできます。」と記載すること。 

イ 入札の執行の際は「当該工事はフレックス工期契約制度の適用工事である。」旨を告げること。 

(3) 建設工事請負契約書の取扱い 

ア 建設工事請負契約書の工期には、前記３(3)の工期を記載すること。 

（参考） 

工 期 自 令和○○年○月○日 

至 令和○○年○月○日 

イ 請負契約約款第 34条第１項「ただし、請求は工事開始日からとする。」と記載すること。 
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発注機関の長 様 

 

建設部長  

 

大規模災害時における災害復旧工事に係る落札候補者の辞退について（通知） 

 

 受注希望型競争入札に係る落札候補者の辞退については、低入札価格調査に該当した場合

や、配置予定技術者の死亡等、真にやむを得ない場合以外は認めていないところです。一方、

大規模災害に係る災害復旧工事においては、多数の案件が同時期に入札公告となることから、

辞退できないことが障害となり、入札を躊躇する者を増やさない対策が必要となっています。 

そのため、積極的な入札参加を促すことにより入札の不調不落を防止し、早期復旧・復興

を図ることも、真にやむを得ない場合に含むものとし、当面の間、落札候補者の辞退につい

ては、下記のとおり運用しますので、適切な事務処理に御配意願います。 

 

記 

 

１ 落札候補者辞退の運用 

  落札候補者から発注機関の長あてに「落札候補者辞退届」（別添 参考様式）が提出さ

れ、辞退届の内容が必要な条件を具備していれは辞退を承認する。 

辞退を承認した場合には、落札候補者の取消を行い、次順位者に落札候補者決定の通知

を行う。 

この辞退については、入札参加停止措置等の措置は講じないこととする。 

 

２ 落札候補者の辞退を認める工事案件 

  令和４年５月 31 日までに入札公告を行う、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法に

基づく災害復旧事業（改良復旧事業は含めない）、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補

助の暫定措置に関する法律に基づく災害復旧事業（改良復旧事業は含めない）、森林法に

基づく災害関連緊急治山事業、地すべり等防止法に基づく災害関連緊急地すべり対策事業、

砂防法に基づく災害関連緊砂防事業、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に基

づく災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業に係る建設工事で、同一の発注機関の長が、同時

期（公告期間が重なる）に入札公告を行う工事案件に適用する。 

 

 

 

 

１－８ 落札候補者の辞退 
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３ 入札公告文記載例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本工事は、落札候補者の辞退を認める工事案件です。 

本工事の落札候補者となった者は、本工事と同時期に当所からの入札公告があ

り、かつ「落札候補者の辞退を認める工事案件」にも落札候補者となったことを

理由に本工事の落札候補者を辞退する場合は、落札候補者辞退届を提出するこ

とで辞退することができます。 

なお、落札候補者の辞退を行った者は、他者が辞退した工事案件の落札候補者に

なることはできません。ただし、それにより落札候補者がいなくなる場合を除き

ます。 

【事例】 

１工区   ２工区   ３工区   ４工区 

Ａ社    Ａ社    Ｂ社    Ｂ社 

Ｂ社    Ｂ社    Ａ社    Ｅ社 

Ｃ社   （Ｆ社）   Ｄ社 

 

Ａ社は１工区と２工区の落札候補者となったが、配置可能技術者Ｘ氏が重複しているため

２工区を辞退 

Ｂ社は３工区と４工区の落札候補者となったが、配置可能技術者Ｙ氏が重複しているため

４工区を辞退 

Ｂ社は一度辞退しているため、２工区の落札候補者にはなれないが、Ｆ社がいない場合は、

Ｂ社がいなくなると２工区は不落となるため、不調回避のためＢ社を２工区の落札候補者

とする（Ｙ氏以外に技術者を配置できる可能性があるため）。２工区にＦ社がいる場合は、

Ｂ社は無効（失格）となり、Ｆ社が落札候補者となる。 
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（参考様式） 

落札候補者辞退届 

 

令和○年〇月○日 

 

（発注機関の長） 様 

 

住    所 

商号又は名称 

代 表者氏 名             印 

 

 

当社が落札候補者となった下記工事について、落札候補者を辞退いたします。 

なお、正当な理由がなく辞退した場合は、「長野県建設工事等入札参加資格者に係る入札参加停止措置

要領」の規定に基づき、入札参加停止となることは承知しております。 

 

 

記 

 

１ 工事名及び箇所名 令和〇年 ３災公共土木施設災害復旧工事 

           （一）○○川 ○○市 ○○ 

 

２ 落札候補者通知日 令和○年○月○日 

 

３ 辞退理由 

  （記載例） 

  当該工事と同時期に入札公告のあった他の案件にも落札候補者となり、当該工事に配置を予定して

いた主任（監理）技術者を他の案件に配置することとするため。 

 

 落札候補者となった他の案件 

  令和〇年 ３災公共土木施設災害復旧工事 （一）○○川 ○○市 ○○ 

  

 配置予定技術者及び資格 

  ○○ ○○（一級土木施工管理技士） 

 

 

 

確認事項 

①令和３年８月の大雨に係る事業か 

②同一の発注機関からの入札であるか 

③公告期間が重なっているか 

④落札候補者に間違いないか 
確認事項  他の案件＝辞退しない案件 

①要件調書で提出された主任技術者が 

 辞退届に記載のある技術者と一致しているか 
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 建設業者 各位 

 

建 設 部 長  

 

大規模災害に伴う工事の監理技術者等の取扱いについて（通知） 

 

 工事途中での監理技術者等の交代については、監理技術者等の死亡、傷病、出産、育児、

介護または退職等の真にやむを得ない場合に認めており、また、監理技術者等の恒常的な雇

用関係については、開札日以前３ヶ月以上の雇用関係にあることを必要としているところで

すが、今般の大規模災害を踏まえ、当面の間下記のとおり取扱うこととしますので、適切な

事務の執行に御配意願います。 

 

記 

 

１ 監理技術者等の途中交代について 

  大規模災害により、監理技術者等が職務を継続できない場合や工期及び工事内容に大幅

な変更が発生した場合等も真にやむを得ない場合として扱い、長野県が発注する全ての工

事を対象に、途中交代を認めることとする。 

  ただし、既に契約を締結している工事が総合評価落札方式による入札で技術者の評価項

目が減点となる場合は、総合評価落札方式実施要領別添２「価格以外の評価内容の確保」

を適用する。 

 

２ 監理技術者等の恒常的な雇用関係について 

  大規模災害により、最寄りの建設業者により即時に対応することが、その後の被害の発

生または拡大を防止する観点から最も合理的であって、当該建設業者に要件を満たす技術

者がいない場合など、緊急の必要やその他やむを得ない事情がある場合については、３ヶ

月未満の雇用であっても差し支えないこととする。 

  

３ 適 用 

１及び２の取扱いについては、長野県が発注する災害復旧工事及び災害復旧工事と同時

期に発注する工事を対象とする。 

  なお、直接的な雇用関係の取扱いについては、これまでと同様とする。 

 

 

２－１_参考（例） 
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（参考）大規模な自然災害等に伴う監理技術者等の取扱い（例）

既発注工事

総合評価

監理技術者A氏

既発注工事

（一時中止）

総合評価

監理技術者A氏

契約工期

専任の必要な期間

しゅん工検査日工事着手日

監理技術者A氏

工事着手日

災害契約工期

専任の必要な期間

しゅん工検査日

変更契約工期

一時中止期間専任の必要な期間 専任の必要な期間

監理技術者　A氏　 監理技術者　B氏　

災害復旧工事

受注希望

→軌道に乗ったところで監理技術者B氏に交代

請負額 35,000千円以上（建築一式は70,000千円以上）の場合

は専任の主任技術者専任の主任技術者専任の主任技術者専任の主任技術者を配置

下請総額が40,000千円以上（建築一式は60,000千円以上）の

場合は、主任技術者に替えて監理技術者監理技術者監理技術者監理技術者を配置

監理技術者の途中交代が可能

監理技術者B氏は３か月以上の雇用が無くても可

監理技術者等の途中交代が可能

交代する監理技術者は３か月以上の雇用が無くても可

ただし、技術者の評価項目が減点となる場合は、総合評価落

札方式実施要領別添２「価格以外の評価内容の確保」を適用

災害復旧工事の工期が既発注工事の一時中止期間内に収まる場合は、災害復旧工事の監理技術者等にA氏を充てることは可能
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（別記１） 

建設工事の技術者の専任に係る取扱いについて 

                                                                                  

平成25年３月13日 

                                                   （最終改定 令和２年12月１日） 

 

 建設工事の技術者の専任等に係る取扱いについて、同一の専任の技術者が建設工事を管理するこ

とができる場合の取扱いを、当面の間、以下のとおりする。 

  

第１ 建設工事の技術者の専任に係る取扱いについて 

  この取扱いについては、建設業法第26条第３項が、公共性のある施設又は多数の者が利用する

施設等に関する重要な工事について、より適正な施工を確保するという趣旨で設けられているこ

とにかんがみ、個々の工事の難易度や工事現場相互の距離等の条件を踏まえて、各建設工事を同

一の専任の技術者が管理できることとするかは、発注者が適切に判断する。 

また、土木工事以外の建築工事等においても活用が見込まれ、民間発注者による工事も含まれ

る点について留意する。 

 

第２ 同一の専任の技術者が管理することができる建設工事 

 １ 主任技術者 

次の条件を全て満たす工事とする。 

(1)  工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事又は施工に当たり相互

に調整を要する工事であること。 

   なお、施工にあたり相互に調整を要する工事について、資材の調達を一括で行う場合や工

事の相当の部分を同一の下請け業者で施工する場合等も含まれると判断して差し支えない。 

(2)  工事現場の相互の間隔が10ｋｍ程度の近接した場所であること。 

(3)  同一の建設業者が施工する場合であること。 

(4)  一の主任技術者が管理することができる工事の数は、専任が必要な工事を含む場合は、原

則２件までとする。 

ただし、災害復旧工事を含む場合は、３件までとする。（全ての工事が上記(1)～(3)を満た 

   している場合に限る） 

   ※対象となる災害復旧工事は、災害復旧工事公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法に基 

づく災害復旧事業（改良復旧事業は含めない）、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助 

の暫定措置に関する法律に基づく災害復旧事業（改良復旧事業は含めない）、森林法に基 

づく災害関連緊急治山事業、地すべり等防止法に基づく災害関連緊急地すべり対策事業、 

砂防法に基づく災害関連緊急砂防事業、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 

に基づく災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業に係る建設工事とする。 

     ※個々の工事の難易度や工事現場の相互の距離等の条件を踏まえて、各工事の適正な施工 

に遺漏なきよう適切に判断すること。 

朱書き部分の運用は、令和６年３令和６年３令和６年３令和６年３月までの公告案件月までの公告案件月までの公告案件月までの公告案件の限定運用となります    

２－２_技術者の取扱い 
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２ 監理技術者 

 次の条件を全て満たす工事とする。 

(1)  「同一地域振興局管内」、又は「現場間の移動時間が概ね１時間程度」であること。 

(2)  工事現場毎に専任の監理技術者補佐を置くこと。 

(3)  兼務できる工事現場数は２件までとする。 

 ただし、（建設業法第26条第3項ただし書きの規程の適用を受ける）下記の要件の 

いずれかに該当する場合は、監理技術者の兼務を認めないものとする。 

 ア 技術的難易度が高い工事であるとき（トンネル、長大橋、美術館など） 

 イ 24時間体制での応急処理や緊急的な巡回が必要な維持工事同士であるとき 

 ウ 発注機関の長が特に兼務できないものと認めるとき 

    

第３ 技術者の兼務に関する手続等 

   １ 技術者兼務届の提出が必要な場合 

県発注工事の技術者が他の工事と兼務する場合 

２ 技術者兼務届の提出時期 

  (1) 新たに受注した県発注工事において、専任を要する技術者が、既に受注してい 

   る他の工事の技術者と兼務する場合は、契約書の提出時に、「技術者兼務届」（様 

     式１）（以下「兼務届」という。）を県発注工事の発注機関の長に提出する。 

  (2)  既に受注している県発注工事において、専任を要する技術者が、他の工事の技 

     術者と兼務する場合は、他の工事の契約締結までに、「兼務届」を県発注工事の発 

     注機関の長に提出する。 

 

第４ その他 

  技術者の兼務に係る運用については、別添「建設工事における技術者の兼務に関 

 する適用一覧」による。 

 

第５ 適用時期 

   令和２年12月１日現在契約中の工事及び同日以降契約する工事から適用する。 
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⇒ 5 件まで 
⇒ 制限を設けない 

（別添） 

建設工事等における現場代理人の兼任に係る取扱いについて 

平成 23年９月 23日 

（最終改正 平成 28年５月 16日） 

              

 

長野県建設工事標準請負契約約款（以下「契約約款」という。）第 10条第３項に基づき、「現場

代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がない」として、現場代理人の常駐

義務を緩和する措置について規定している「長野県建設工事標準請負契約約款に係わる留意事項」

（以下「留意事項」という。）第 10条関係の１の（２）について、次のとおり試行実施するもの

とし、その取扱いは以下のとおりとする。 

 

第１ 工事等における「現場代理人の兼任」 

発注機関の長が、工事内容、工事の時期や工事現場の状況などから総合的に判断し、兼任

可能と判断した工事等については、兼任を認める。 

１ 現場代理人の兼任が可能となる工事等 

次の条件を全て満たす工事等のうち、発注機関の長が兼任可能と判断したものを対象とする。 

(1) 県発注工事等の間で認める。ただし、国又は市町村の工事等（以下「市町村工事等という。」）

において、当該発注機関の長が兼任を認めた場合はこの限りではない。 

(2) (2) (2) (2) 兼任可能な工事等の数は、兼任可能な工事等の数は、兼任可能な工事等の数は、兼任可能な工事等の数は、２件まで２件まで２件まで２件までとする。とする。とする。とする。    

(3) (3) (3) (3) 工事等の請負金額は、工事等の請負金額は、工事等の請負金額は、工事等の請負金額は、２件とも２件とも２件とも２件とも 3,5003,5003,5003,500 万円未満万円未満万円未満万円未満（当初契約）のものとする。（当初契約）のものとする。（当初契約）のものとする。（当初契約）のものとする。    

ただし、平成 26 年２月３日付け国土建 272 号通知における建設業法施行令第 27 条第２項

の当面の取扱いについてに該当する工事はこの限りではない。 

(4) 工事箇所は、２件とも同一事務所管内(10 ブロック内)に位置する工事等とする。 

(5) 連絡体制として、兼任する県発注工事等の現場には連絡員を配置する。 

 

２ 兼任を認めることができない工事 

(1) 交通量 10,000 台／日以上の片側通行規制工事 

  (2) 労働安全衛生規則第９０条に該当する工事 

  (3) 難易度、施工内容、労働災害・公衆災害の恐れがあることなどから兼任を認めることが適

当でないと発注者が判断した工事。 

 

３ 兼任を認める際のその他条件 

(1) 現場代理人は、必ずいずれかの工事現場に駐在すること 

   (2) 現場代理人は、工事現場を離れる際には、工事現場の安全管理等の対策を図るとともに、

連絡員等に必要な指示を行うこと。 

(3) 土木工事安全施工技術指針第４節に規定する安全管理活動を適切に実施すること。 

   (4) 現場代理人が、工事現場を離れる際には、監督員又は連絡員と連絡が取れる体制を構築す

ること。

下線部の ⇒赤文字 への読み替えは、令和６令和６令和６令和６年年年年３３３３月までの公告案件月までの公告案件月までの公告案件月までの公告案件の限定運用となります    

２－３_現場代理⼈の取扱い 
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⇒ 元請又は下請 

(5) 既に現場代理人となっている工事の発注機関に対し、現場代理人兼任届を提出し承認を得

ること。 

   (6) 兼任する工事現場において、安全管理の不徹底など工事に支障がある、又は兼任の承認条

件を満たしていないと発注者が判断し指示した場合は、新たに常駐の現場代理人を配置す

ること。 

  （（（（7777）配置する連絡員は、）配置する連絡員は、）配置する連絡員は、）配置する連絡員は、元請元請元請元請の社員（雇用契約あり。雇用期間は問わない。）の社員（雇用契約あり。雇用期間は問わない。）の社員（雇用契約あり。雇用期間は問わない。）の社員（雇用契約あり。雇用期間は問わない。）で、工事期間中、

常日頃工事現場に滞在することが可能であること。また、それぞれの現場で重複しない連絡

員を配置すること。 

 

 ４ 留意事項 

   兼任が認められる場合においても、次に該当する機械等を使用する工事期間中については、

現場代理人は当該工事現場に常駐する。 

(1) 労働安全衛生規則別表第７「機械等の種類」欄に記載されている機械等 

 

第２ 現場代理人の兼任に関する手続き等 

 １ 兼任届の提出 

(1) 県発注工事間の工事等の場合、契約者は、契約後に提出する技術者等の通知書と合わせ、

現場代理人兼任届（県工事等間の兼任）（様式１、１－３）及び連絡員配置届（様式２）を

発注機関の長へ提出する。 

(2) 市町村工事等との兼任の場合、契約者は、契約後に提出する技術者の通知書と合わせ（既

に契約中の県発注工事等と市町村工事等を兼任する場合は、市町村工事等との契約締結ま

でに）、現場代理人兼任届（市町村工事等との兼任）（様式１－２、４、５）及び連絡員配

置届（様式２）を発注機関の長へ提出する。 

(3) 現場代理人兼任届の様式については、必要に応じ適宜変更又は削除して使用する。 

 

 ２ 発注機関の長による審査 

   発注機関の長は、工事内容、工事の時期や工事現場の状況などから総合的に判断し、現場代

理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障があるか、ないかを見極めた上

で、現場代理人の兼任の可否について判断する。 

 

 ３ 発注機関による契約者への回答 

  (1) 兼任を認める場合   

    兼任を認め、提出書類を受理する旨を電話等により伝える。 

  (2) 兼任を認めない場合   

    兼任届に認めない旨を記入、押印のうえ契約者に返却する。 
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第３ 適用時期 

平成23年10月１日以降入札公告する工事等から適用する。 

平成25年４月１日現在契約中の工事等及び同日以降契約する工事等から適用する。 

平成26年２月27日現在契約中の工事及び同日以降契約する工事等から適用する。 

平成28年６月１日現在契約中の工事及び同日以降契約する工事から適用する。 

 

（参考） 

建設工事の技術者の専任等に係る取扱いについて（改正）（平成26年２月３日付け国土建第272

号）１．建設業法施行令第27条第２項の当面の取扱いについて 

 令第27条第２項においては、同条第１項に規定する工事のうち密接な関係のある二以上の建設工

事を同一の建設業者が同一の場所又は近接した場所において施工する場合は、同一の専任の主任技

術者がこれらの建設工事を管理することができることとされているところであるが、当面の間、以

下のとおり取り扱うこととする。 

 なお、当該規定については監理技術者には適用されないことに留意されたい。  

 

（１）工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事又は施工にあたり相互

に調整を要する工事で、かつ、工事現場の相互の間隔が10ｋｍ程度の近接した場所において

同一の建設業者が施工する場合には、令第27条第２項が適用される場合に該当する。なお、

施工にあたり相互に調整を要する工事について、資材の調達を一括で行う場合や工事の相当

の部分を同一の下請業者で施工する場合等も含まれると判断して差支えない。 
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概略数量発注方式試行要領 

 

（趣旨） 

第１ この要領は、長野県が発注する建設工事及び建設コンサルタント等の業務（以下「工事等」とい

う。）において、入札事務及び積算業務の効率化を図ることを目的として、概略数量発注方式により

発注する場合の取扱いに関する事項を定めるものである。 

 

（用語の定義） 

第２ この要領において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。 

（１）概略数量発注方式とは、当初設計において、工種、種別又は細別（以下「工種」という。）の一

部を一式計上により算出した予定価格を用いて、入札を行う方式をいう。 

（２）一式計上とは、過去の同種工事等を参考にして、最新の労務・技術者単価及び資材価格を考慮し

て、対象工種の一式あたりの単価を算出し、対象工種の数量に「１」、単位に「式」、単価に「１式

あたり単価」を計上することをいう。 

（３）対象工種とは、一式計上した工種をいう。 

 

（対象工事等） 

第３ 概略数量発注方式の対象工事等は、長野県が入札公告を行う全ての工事等で、入札公告に概略数

量発注方式であることを指定した工事等を対象とする。ただし、以下のいずれかに該当する工事等は

対象外とする。 

 （１）災害復旧工事 

 （２）発注者支援業務・工事監督支援業務・現場技術業務・工事監理業務 

 

（対象工種） 

第４ 概略数量発注方式における対象工種は、以下に該当するものとする。 

 （１）当該工事等の主たる工種でない工種のうち、工事費または業務費に占める割合が少なく、予定価

格への影響が小さい工種 

 

（当初設計書の作成） 

第５ 概略数量発注方式の当初設計書の作成については、次のとおりとする。 

（１）対象工種の積算は、一式計上するものとし、入札公告時に一式あたりの単価を公表する。 

（２）対象工種について、仕様が分かる図面等を添付する。 

（３）現場説明書または特記仕様書

注１）

において、概略数量発注方式による試行工事等であることを記

載するとともに、対象工種についても記載する。 

 

（入札参加者への周知） 

第６ 概略数量発注方式の場合は、入札公告及び現場説明書または特記仕様書により、概略数量発注方

式による工事等であることを、入札参加者へ周知するものとする。

３－１_概算数量発注⽅式試⾏要領 
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（着手後の協議等） 

第７ 発注者は、契約後に概略数量発注方式の対象工種の詳細な数量を受注者に提供する。 

２ 受注者は、第７条第１項に基づき発注者から提供された数量を含めて、建設工事請負契約書または

委託契約書第 18 条第１項

注２）

に基づく照査を行う。

 

 

（設計変更及び変更契約） 

第８ 概略数量発注方式の対象工種の設計変更及び変更契約については、以下のとおりとする。 

（１）受注者から提出された数量計算書等を精査した後、受発注者協議のうえ、変更数量を確定するもの

とする。 

（２）（１）の変更数量に基づき、設計変更を行うとともに、請負金額に増減が生じた場合は、受発注者

協議のうえ、変更契約を締結する。 

（３）設計変更及び変更契約については、上記（１）及び（２）によらず、受発注者協議の上、適宜行う

ことができるものとする。 

 

 

注１）農政部発注の工事または業務の場合は、特別仕様書とする。 

注２）建築設計業務の場合は、委託契約書第 15 条第１項とする。 

 

 

 

附 則 

 （適用期日） 

この要領は、令和元年 12月１日以降に入札公告を行う工事等から適用する。 
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２建政技第 290 号 

令和２年（2020 年）12 月 16 日 

 

建設部各課（室）長 様 

建設部現地機関の長 様 

技術管理室長  

 

 

見積を活用した予定価格設定の試行について（通知） 

 

 

 入札において不調・不落となる工事が発生していることから、下記のとおり、見積を活用した予定価格

の設定を試行的に実施しますので、適切な業務執行をお願いします。 

 なお、市町村へは別途参考送付済みです。 

  

記 

 １ 対象工事 

   建設部が入札公告を行う全ての工事（建築工事は除く）で、標準歩掛又は材料単価と実勢価格の

間において乖離が生じ、不調・不落となった工事。また、同一管内で、同一年度に不調・不落とな

った工事と同種、類似工事についても、乖離が想定されれば、対象工事とすることができる。 

 

 ２ 予定価格の設定 

   入札参加者が提出した工事費内訳書等を確認のうえ、乖離が生じた（想定される）施工歩掛又は材

料単価について、徴収した見積を活用して予定価格を設定する。（労務単価、機械運転単価について

は、実施設計単価表、積算基準書

※

及び建設機械等損料表に記載の標準単価とする。） 

見積の徴収方法及び採用方法は、積算基準書ＰⅠ-２-①-２に記載のとおりとし、見積により設定し

た施工歩掛及び材料単価については、公告時に公表する。 

 

   ※積算基準書・・・国土交通省土木工事標準積算基準書（共通編） 

 

 ３ 適用日 

   令和３年１月１日以降に起工起案する工事に適用する。 

 

    

 

 

 

３－２ ⾒積の活用 

建設部建設政策課技術管理室（基準指導班） 

（室長）青木 謙通（担当）塚田  博 

電 話：026-235-7323(直通) 

ＦＡＸ：026-235-7482 

E-Mail：gijukan-kijunshido@pref.nagano.lg.jp 
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２建政技第 321 号 

令和３年（2021 年）1 月 26 日 

 

建設部各課（室）長 様 

建設部現地機関の長 様 

技術管理室長  

 

 

交通誘導警備員労務単価の見積を活用した予定価格設定の試行 

について（通知） 

 

 

 令和２年 12 月 16 日付け２建政技第 290 号において、施工歩掛及び材料単価について見積を活用して

予定価格を設定する試行を通知したところですが、交通誘導警備員の労務単価についても、設計労務単

価と実勢価格との間に乖離が生じる場合も想定されることから、下記のとおり見積を活用した予定価格

の設定を試行的に実施しますので、適切な業務執行をお願いします。 

 なお、市町村へは別途参考送付済みです。 

  

記 

 １ 対象工事 

   建設部が入札公告を行う全ての工事（建築工事は除く）で、交通誘導警備員の設計労務単価と実

勢価格の間において乖離が生じ、不調・不落となった工事。 

 

 ２ 予定価格の設定 

   交通誘導警備員の労務単価について、入札参加者が提出した工事費内訳書等により、乖離が生じ

たと判断された場合、徴収した見積を活用して予定価格を設定する。 

見積の徴収方法及び単価の採用方法は、積算基準書ＰⅠ-２-①-２に記載のとおりとし、見積により

設定した労務単価については、公告時に公表する。 

ただし、見積徴収及び単価の採用にあたっては、別紙に記載の内容について、ご留意願います。 

 

   ※積算基準書・・・国土交通省土木工事標準積算基準書（共通編） 

 

 ３ 適用日 

   令和３年２月１日以降に起工起案する工事に適用する。 

    

 

 

 

建設部建設政策課技術管理室（基準指導班） 

（室長）青木 謙通（担当）塚田  博 

電 話：026-235-7323(直通) 

ＦＡＸ：026-235-7482 

E-Mail：gijukan-kijunshido@pref.nagano.lg.jp 
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見積徴収にあたっての留意事項 

 

 

１ 次の①～④の関する給与及び手当の総計を労務単価として、見積書の提出を求めること。 

①基本給相当額 

②基準内手当（通常の作業条件及び作業内容の労働に対する手当） 

③臨時の給与（賞与等） 

④実物給与（食事の支給等） 

 

 

 

 

 

２ 提出された見積単価について、次の①～③に該当する賃金、手当及び経費が見積単価に含まれてい

ないことを確認すること。 

①時間外、休日及び深夜の労働についての割増賃金 

②通常の作業条件又は作業内容を超えた労働に対する手当 

③現場管理費（法定福利費（事業主負担分）、研修訓練等に要する費用等）及び一般管理費等の諸経

費 

 

 

 

３ 週休２日の対象工事については、労務単価の補正について注意すること。 

別 紙 
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(1) 契約書第 27条に規定する一般的損害、契約書第 28条に規定する第三者に及ぼし 

た損害について受注者の責に帰すべき損害とされた場合 

(2) 契約書第 41条に規定する契約不適合責任として請求された場合 

(3) 受注者の責により損害が生じた場合 

 

1111----1111----22228888        部分使用部分使用部分使用部分使用    

    

1.  発注者は、次の各号に掲げる場合において契約書第 33条の規定に基づき受注者に対

して部分使用を請求することができるものとする。 

(1) 別途設計業務等の使用に供する必要がある場合 

(2) その他特に必要と認められた場合 
 

2.  受注者は、部分使用に同意した場合は、部分使用同意書を発注者に提出するものとす

る。 

 

1111----1111----22229999        再委託再委託再委託再委託    

    

1．  契約書第 7条第 1項に規定する「主たる部分」とは、次の各号に掲げるものをいい、      
受注者はこれを再委託することはできない。 

(1) 測量業務における総合的企画、業務遂行管理及び技術的判断等 
 

2.  契約書第７条第３項ただし書きに規定する「軽微な部分」は、コピー、ワープロ、

印刷、製本、速記録の作成、トレース、計算処理（単純な電算処理に限る）、データ入力、

アンケート票の配布、資料の収集・単純な集計、電子納品の作成補助、測量機器等の賃

借、その他特記仕様書に定める事項とする。 
 

3.  受注者は、第 1項及び第 2項に規定する業務以外の再委託にあたっては、発注者の承

諾を得なければならない。 
 

4.  受注者は、測量業務を再委託に付する場合、書面により協力者との契約関係を明確に

しておくとともに、協力者に対し適切な指導、管理のもとに測量業務を実施しなければ

ならない。 

なお、協力者は、長野県の測量業務入札参加資格者である場合は、入札参加停止期間

中であってはならない。 

 

1111----1111----30303030        成果成果成果成果物物物物の使用等の使用等の使用等の使用等    

    

1.  受注者は、契約書第 6条第 5項の定めに従い、発注者の承諾を得て単独で又は他の者

と共同で、成果物を発表することができる。 
 

2.  受注者は、著作権、特許権その他第三者の権利の対象となっている測量方法等の使用

に関し、設計図書に明示がなく、その費用負担を契約書第 8条に基づき発注者に求める

場合には、第三者と補償条件の交渉を行う前に発注者の承諾を受けなければならない。 

 

1111----1111----31313131        守秘義務守秘義務守秘義務守秘義務    

    

1.  受注者は、契約書第 1条第 5項の規定により、業務の実施過程で知り得た秘密を第三

者に漏らしてはならない。 

    

４－１_関連共通仕様書の該当部分抜粋 

測量業務共通仕様書（抜粋） 
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2222----1111----28  28  28  28  部分使用部分使用部分使用部分使用    

    

1.  発注者は、次の各号に掲げる場合において、契約書第33条の規定に基づき受注者に

対して部分使用を請求することができるものとする。 

(1) 別途地質・土質調査業務等の使用に供する必要がある場合  

    (2) その他特に必要と認められた場合  

 

2.  受注者は、部分使用に同意した場合は、部分使用同意書を発注者に提出するものと

する。                                               

2222----1111----29 29 29 29     再委託再委託再委託再委託            

                                                                                                                                                                                                    

1.  契約書第７条第１項に規定する「主たる部分」とは次の各号に掲げるものをいい、

受注者はこれを再委託することはできない。 

(1) 調査業務における総合的企画、業務遂行管理及び技術的判断  

    (2) 解析業務における手法の決定及び技術的判断  

 

2.  契約書第7条第3項ただし書きに規定する「軽微な部分」は、コピー、ワープロ、印

刷、製本、速記録の作成、模型製作、計算処理（単純な電算処理に限る）、トレース、

データ入力、アンケート票の配布、資料の収集・単純な集計、電子納品の作成補助、

その他特記仕様書に定める事項とし、これらの簡易な業務の再委託にあたっては、発

注者の承諾を必要としない。 
 

3.  受注者は、第１項及び第２項に規定する業務以外の再委託にあたっては、発注者の

承諾を得なければならない。 

 

4.  受注者は、地質・土質調査業務を再委託に付する場合、書面により協力者との契約

関係を明確にしておくとともに、協力者に対し適切な指導、管理のもとに地質・土質

調査業務を実施しなければならない。なお、協力者は、長野県の建設コンサルタント

業務および地質調査業務の入札参加資格者である場合は、入札参加停止期間中であっ

てはならない。 

 

 

2222----1111----30 30 30 30     成果物の使用等成果物の使用等成果物の使用等成果物の使用等    

    

1.  受注者は、契約書第６条第５項の定めに従い、発注者の承諾を得て単独で又は他の

者と共同で、成果物を発表することができる。 

 

  2.  受注者は、著作権、特許権その他第三者の権利の対象となっている地質・土質調査

方法等の使用に関し、設計図書に明示がなく、その費用負担を契約書第8条に基づき

発注者に求める場合には、第三者と補償条件の交渉を行う前に発注者の承諾を受けな

ければならない。 

 

2222----1111----31313131        守秘義務守秘義務守秘義務守秘義務    

    

1.  受注者は、契約書第1条第５項の規定により、業務の実施過程で知り得た秘密を第三

者に漏らしてはならない。 

 

2.  受注者は、当該業務の結果（業務処理の過程において得られた記録等を含む。）を第

地質・土質調査共通仕様書（抜粋） 
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(2) その他特に必要と認められた場合 

 

2.   受注者は、部分使用に同意した場合は、部分使用同意書を発注者に提出するも

のとする。 

 

3333----1111----28  28  28  28  再委託再委託再委託再委託    

1.   契約書第７条第１項に規定する「主たる部分」とは、次の各号に掲げるものを

いい、受注者は、これを再委託することはできない。 

(1) 設計業務等における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断

等 

(2) 解析業務における手法の決定及び技術的判断 

 

2.   契約書第７条第３項ただし書きに規定する「軽微な部分」は、コピー、ワープ

ロ、印刷、製本、速記録の作成、翻訳、計算処理（単純な電算処理に限る）、ト

レース、資料の収集・単純な集計、模型製作、データ入力、アンケート票の配

布、電子納品の作成補助、その他特記仕様書に定める事項とする。 
 

3.   受注者は、第１項及び第２項に規定する業務以外の再委託にあたっては、発注

者の承諾を得なければならない。 

 

4.   受注者は、設計業務等を再委託に付する場合、書面により協力者との契約関係を

明確にしておくとともに、協力者に対し適切な指導､管理のもとに設計業務等を実

施しなければならない｡ 

なお、協力者は、長野県の建設コンサルタント業務入札参加資格者である場合

は、入札参加停止期間中であってはならない。 

 

3333----1111----29  29  29  29  成果物の使用等成果物の使用等成果物の使用等成果物の使用等    

1.   受注者は、契約書第6条第5項の定めに従い、発注者の承諾を得て単独で又は他

の者と共同で、成果物を発表することができる。 

 

2.   受注者は、著作権、特許権その他第三者の権利の対象となっている設計方法等

の使用に関し、設計図書に明示がなく、その費用負担を契約書第8条に基づき発注

者に求める場合には、第三者と補償条件の交渉を行う前に発注者の承諾を受けな

ければならない。 

3333----1111----30  30  30  30  守秘義務守秘義務守秘義務守秘義務    

1.   受注者は、契約書第1条第5項の規定により、業務の実施過程で知り得た秘密を

第三者に漏らしてはならない。 

 

2.   受注者は、当該業務の結果（業務処理の過程において得られた記録等を含む）

を第三者に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。ただし、あらかじめ

発注者の承諾を得たときはこの限りではない。 

 

3.   受注者は、本業務に関して発注者から貸与された情報その他知り得た情報を3-

1-12に示す業務計画書の業務組織計画に記載される者以外には秘密とし、また、

当該業務の遂行以外の目的に使用してはならない。 

 

4.   受注者は、当該業務に関して発注者から貸与された情報、その他知り得た情報 

設計業務共通仕様書（抜粋） 
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大規模災害時における災害復旧工事における工事書類簡略化及び工事成績評定の取扱い 

 

技術管理室 

 

１ 目的 

  大規模災害による被害に対し、速やかな復旧が求められるうえ、膨大な数の復旧工事が集中するこ

とにより、技術者不足による復旧事業の遅れが県内全域で懸念される。 

  この状況を踏まえ、災害復旧等工事においては工事書類を簡略化できることとし、工事成績評定と

合わせて以下のとおり取り扱うこととする。 

 

２ 対象工事 

  ・大規模災害による被害に対する公共土木施設災害復旧工事のほか、同じ年度に発生した災害復旧

に関連する工事。 

  ・発注方式ごとの取扱いは【別表 1】のとおりとする。 

 

３ 工事書類の簡略化及び工事成績評定の取扱い 

（１）工事書類の簡略化における提出、報告および提示書類は、下記及び別紙の「工事書類一覧（大規「工事書類一覧（大規「工事書類一覧（大規「工事書類一覧（大規

模災害による災害復旧等工事に適用）」模災害による災害復旧等工事に適用）」模災害による災害復旧等工事に適用）」模災害による災害復旧等工事に適用）」に示すとおりとする。 

（２）受注者は、上記（１）の工事書類の簡略化を行うかについて選択できることとする。また、書類

を簡略化した場合は、工事成績評定は行わないこととする。 

（３）上記（２）の工事成績評定について、発注機関が粗雑工事等※と判断した場合は受注者の意向に

かかわらず実施するものとする。 

    ※20 建政技第 82 号「工事（委託業務）の適正な執行について」における（別紙）に記載の不

適格事例 

（３）提示が必要な書類は、受注者が工事完了年度を含めて５年間保管するものとする。 

 

    ○提出・報告が必要な主な書類 

     ・契約関係書類 

     ・施工計画書 

     ・工事打合せ簿（協議書） 

     ・品質管理関係書類 

     ・出来形管理関係書類 

     ・建設業法、適正化法に基づく書類（施工体制台帳等） 

     ・工事写真 

    ○提示が必要な主な書類（※受注者が保管（工事完了年度を含めて５年間）） 

     ・リサイクル法、建設リサイクル法に基づく書類（再生資源利用計画書等）      

４－２_工事成績評定の取扱い 
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     ・下請契約書の写し等 

     ・生コンクリートの納入書  

○その他の書類   

提出、報告および提示は不要とする。 

 

４ 工事検査の取扱い 

  ３の定めにより工事書類の簡素化を行った工事は、会計局が行う検査の対象外とし、発注機関の長

が指定した職員が検査を行うものとする。 

 

５ 適用年月日 

  本ガイドライン通知日から適用。ただし、これ以前に発注した対象工事への適用も可とする。 

 

 

【別表 1】 発注方式別の工事書類・検査・成績評定 

発注形態 発注方式 設計額 工事書類 検査 成績評定 

即応すべき工

事（随意契約）

※４ 

緊急を要する工事の取扱要

領

※1
に基づく工事 

（1 者随契） 

1,500 万円

未満

※２ 
簡略化 発注機関 行わない 

上記取扱要領によらずに随

契する工事（地方自治法施行

令 167 条の 2 第 1 項第 5 号

（緊急を要する場合）により

随意契約（2 者以上、ただし

JV の場合は 1 者

※3
）） 

1,500 万円

以上 
 

又は 

  

通常の発注 受注希望型競争入札 

（総合評価（簡易型）を含む） 
－ 

 本取扱の範囲（受注者が選択可能とする） 

 ※1 災害等の発生により緊急を要する工事の入札方法に関する取扱要領（平成 21年 7月 24日施行） 

 ※2 やむを得ない理由等により、変更設計額が 1,500 万円以上となる場合も含める 

 ※3 令和元年（2019 年）11 月 7 日付け元建政技第 290 号「道路施設に係る応急工事における随意契約方式の活用につ

いて（通知）」 

 ※4 「即応すべき工事」における書類作成は、別紙「工事書類一覧」によらず、発注機関の判断により必要最小限とす

ることができる 

 

 

通常    会計局    行う 

簡略化    発注機関  行わない 
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す

る
。

工
事

請
負

契
約

書
第

3
3
条

第
１

項

そ
の

他
1
5

×
○

事
前

確
認

○

・
受

注
、

変
更

、
完

成
、

訂
正

時
に

工
事

実
績

情
報

と
し

て
コ

リ
ン

ズ
か

ら
監

督
員

に
メ

ー
ル

送
信

さ
れ

る
コ

リ
ン

ズ
か

ら
監

督
員

に
メ

ー
ル

送
信

さ
れ

る
コ

リ
ン

ズ
か

ら
監

督
員

に
メ

ー
ル

送
信

さ
れ

る
コ

リ
ン

ズ
か

ら
監

督
員

に
メ

ー
ル

送
信

さ
れ

る

「
登

録
の

た
め

の
確

認
の

お
願

い
」
に

よ
り

監
督

員
等

の
確

認
を

受
け

る
。

・
確

認
後

所
定

の
期

日
内

に
登

録
を

行
う

。
登

録
機

関
発

行
の

「
登

録
内

容
確

認
書

」
は

登
録

時
に

監
督

員
に

メ
ー

ル
送

信
さ

れ
る

。

・
変

更
登

録
は

、
工

期
、

技
術

者
に

変
更

が
生

じ
た

場
合

に
行

う
も

の
と

し
、

工
事

請
負

代
金

の
み

　
変

更
の

場
合

は
、

原
則

と
し

て
登

録
を

必
要

と
し

な
い

。

○

1
6

○
○

・
電

子
納

品
の

実
施

に
あ

た
り

、
チ

ェ
ッ

ク
シ

ー
ト

に
よ

り
受

発
注

者
間

で
協

議
・
確

認
を

行
う

。

・
着

手
時

協
議

チ
ェ

ッ
ク

シ
ー

ト
は

、
協

議
前

に
電

子
デ

ー
タ

で
監

督
員

に
提

出
。

電
子

納
品

は
行

う

1
7

品
質

証
明

員
通

知
書

○
○

※

・
※

設
計

図
書

で
品

質
証

明
の

対
象

工
事

と
明

示
さ

れ
、

品
質

証
明

員
を

定
め

た
場

合
、

書
面

に
よ

り
氏

名
、

資
格

（
資

格
証

書
の

写
し

を
添

付
）
、

経
験

及
び

経
歴

書
を

監
督

員
等

に
提

出
す

る
。

共
通

仕
様

書
1
-
1
-
1
-
2
8
(
5
)

△
対

象
工

事
の

場
合

は
提

出

そ
の

他
1
8

×
○

※

・
監

督
員

は
、

都
道

府
県

知
事

に
工

事
着

手
前

に
通

知
を

行
う

。
ま

た
、

発
注

者
は

通
知

書
の

写
し

を
受

注
者

に
送

付
す

る
。

○

【
発

注
者

】

建
設

リ
サ

イ
ク

ル
法

に
基

づ
き

通
知

が
必

要

工
事

請
負

契
約

書
第

3
条

第
1
項

及
び

第
2
項

書
類

作
成

の
根

拠

そ
の

他

契 約 図 書契 約 図 書

説
明

書
（
建

設
リ

サ
イ

ク
ル

法
）

※
建

設
リ

サ
イ

ク
ル

法
対

象
工

事
の

場

合

建
設

リ
サ

イ
ク

ル
法

　
第

1
2
条

1
項

、

公
共

建
設

工
事

に
お

け
る

分
別

解
体

等
・
再

資
源

化
等

及
び

再
生

資
源

活
用

工
事

実
施

要
領

（
土

木
）
　

(
2
)
3
項

発 注 者

受 注 者

地
方

自
治

法
　

第
2
3
4
条

長
野

県
財

務
規

則
　

第
1
4
0
条

建
設

業
法

　
第

1
9
条

N
O

.
種

別

建
設

リ
サ

イ
ク

ル
法

　
第

1
3
条

、

公
共

建
設

工
事

に
お

け
る

分
別

解
体

等
・
再

資
源

化
等

及
び

再
生

資
源

活
用

工
事

実
施

要
領

（
土

木
）
　

(
2
)
4
.
項

書
類

作
成

者
契

約
額

別
不

要

書
類

書
類

等
作

成
上

の
留

意
事

項

提
出

書
類

名
称

受
注

者
作

成
書

類
の

位
置

付
け

電
子

納
品

着
手

時
、

検
査

・
納

品
前

協

議
チ

ェ
ッ

ク
シ

ー
ト

通
知

書
（
建

設
リ

サ
イ

ク
ル

法
）

※
建

設
リ

サ
イ

ク
ル

法
対

象
工

事
の

場

合技
術

者
等

の
通

知
書

コ
リ

ン
ズ

（
工

事
実

績
）
登

録

及
び

「
登

録
内

容
確

認
書

」

契
約

書
別

紙

（
分

別
解

体
の

方
法

等
）

※
建

設
リ

サ
イ

ク
ル

法
対

象
工

事
の

場
合

請
負

代
金

内
訳

書

建
設

リ
サ

イ
ク

ル
法

　
第

1
1
条

、

公
共

建
設

工
事

に
お

け
る

分
別

解
体

等
・
再

資
源

化
等

及
び

再
生

資
源

活
用

工
事

実
施

要
領

（
土

木
）
(
2
)
5
イ

,
ロ

,
ハ

項

工
事

請
負

契
約

書
第

3
条

第
1
項

共
通

仕
様

書
1
-
1
-
1
-
7

工
事

請
負

契
約

書
第

1
0
条

第
１

項

共
通

仕
様

書
1
-
1
-
1
-
1
3

建
設

工
事

に
係

る
受

注
希

望
型

競
争

入
札

入
札

心
得

第
2
0
条

建
設

工
事

に
お

け
る

施
工

体
制

台
帳

作
成

な
ど

の
取

扱
い

に
つ

い
て

（
通

知
）

電
子

納
品

に
係

る
実

施
要

領

情
報

共
有

シ
ス

テ
ム

実
施

要
領

大
規

模
災

害
に

よ
る

災
害

復
旧

工
事

に
大

規
模

災
害

に
よ

る
災

害
復

旧
工

事
に

大
規

模
災

害
に

よ
る

災
害

復
旧

工
事

に
大

規
模

災
害

に
よ

る
災

害
復

旧
工

事
に

適
用

適
用

適
用

適
用

○

【
発

注
者

】

契
約

図
書

で
あ

り
必

要

○
契

約
書

類
の

た
め

必
要
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【
別

紙
】
　

　
「
工

事
書

類
一

覧
（
大

規
模

災
害

に
よ

る
災

害
復

旧
工

事
に

適
用

）
」
(
2
/
7
)

令
和

３
年

９
月

　
適

用

報
告

提
示

5
0
0

万
円

未
満

8
0
0

万
円

未
満

監 督 員 等

契 約 担 当

監 督 員 等

監 督 員 等

・

検 査 職 員

提提 提提 出出 出出

・・ ・・

報報 報報 告告 告告

提提 提提 示示 示示

適
用

適
用

適
用

適
用

工
事

書
類

施
工

計
画

施
工

体
制

確
認

1
9

△
※

△
※

※
原

則
と

し
て

提
出

は
不

要
。

ま
た

「
下

請
負

人
等

一
覧

表
」

の
提

出
も

不
要

と
し

、
施

工
体

系
図

を
※

原
則

と
し

て
提

出
は

不
要

。
ま

た
「
下

請
負

人
等

一
覧

表
」

の
提

出
も

不
要

と
し

、
施

工
体

系
図

を
※

原
則

と
し

て
提

出
は

不
要

。
ま

た
「
下

請
負

人
等

一
覧

表
」

の
提

出
も

不
要

と
し

、
施

工
体

系
図

を
※

原
則

と
し

て
提

出
は

不
要

。
ま

た
「
下

請
負

人
等

一
覧

表
」

の
提

出
も

不
要

と
し

、
施

工
体

系
図

を

も
っ

て
替

え
る

も
の

と
す

る
。

も
っ

て
替

え
る

も
の

と
す

る
。

も
っ

て
替

え
る

も
の

と
す

る
。

も
っ

て
替

え
る

も
の

と
す

る
。

△
発

注
者

が
求

め
た

場
合

に
は

提
出

す
る

。
施

工
計

画
、

施
工

体
制

台
帳

作
成

以
前

に
提

出
す

る
。

日
々

単

価
契

約
の

場
合

、
金

額
欄

に
は

想
定

さ
れ

る
工

期
の

総
額

を
記

載
。

な
お

、
変

更
が

あ
っ

た
場

合
は

そ
の

都
度

提
出

。

・
契

約
金

額
変

更
に

伴
い

、
工

事
下

請
契

約
総

額
が

4
,
0
0
0
万

円
を

超
え

る
場

合
、

工
期

途
中

で
あ

っ
て

も
監

理

技
術

者
を

配
置

す
る

。

×
×

施
工

計
画

書
2
0

○
○

・
工

事
着

手
前

ま
で

に
提

出
す

る
。

工
事

着
手

と
は

「
準

備
工

事
（
現

場
事

務
所

の
設

置
ま

た
は

測
・
工

事
着

手
前

ま
で

に
提

出
す

る
。

工
事

着
手

と
は

「
準

備
工

事
（
現

場
事

務
所

の
設

置
ま

た
は

測
・
工

事
着

手
前

ま
で

に
提

出
す

る
。

工
事

着
手

と
は

「
準

備
工

事
（
現

場
事

務
所

の
設

置
ま

た
は

測
・
工

事
着

手
前

ま
で

に
提

出
す

る
。

工
事

着
手

と
は

「
準

備
工

事
（
現

場
事

務
所

の
設

置
ま

た
は

測

量
）
｝

に
着

手
す

る
こ

と
を

い
う

。
量

）
｝

に
着

手
す

る
こ

と
を

い
う

。
量

）
｝

に
着

手
す

る
こ

と
を

い
う

。
量

）
｝

に
着

手
す

る
こ

と
を

い
う

。

・
契

約
書

第
1
8

条
に

基
づ

く
照

査
等

の
結

果
、

設
計

修
正

が
必

要
な

ど
の

理
由

で
提

出
が

遅
く

な
る

場
・
契

約
書

第
1
8

条
に

基
づ

く
照

査
等

の
結

果
、

設
計

修
正

が
必

要
な

ど
の

理
由

で
提

出
が

遅
く

な
る

場
・
契

約
書

第
1
8

条
に

基
づ

く
照

査
等

の
結

果
、

設
計

修
正

が
必

要
な

ど
の

理
由

で
提

出
が

遅
く

な
る

場
・
契

約
書

第
1
8

条
に

基
づ

く
照

査
等

の
結

果
、

設
計

修
正

が
必

要
な

ど
の

理
由

で
提

出
が

遅
く

な
る

場

合
、

内
容

が
決

定
し

て
か

ら
施

工
計

画
書

を
提

出
で

き
る

。
合

、
内

容
が

決
定

し
て

か
ら

施
工

計
画

書
を

提
出

で
き

る
。

合
、

内
容

が
決

定
し

て
か

ら
施

工
計

画
書

を
提

出
で

き
る

。
合

、
内

容
が

決
定

し
て

か
ら

施
工

計
画

書
を

提
出

で
き

る
。

・
上

記
の

場
合

以
外

で
も

、
当

初
提

出
す

る
施

工
計

画
書

の
内

容
は

、
工

事
概

要
と

施
工

計
画

書
（
準

・
上

記
の

場
合

以
外

で
も

、
当

初
提

出
す

る
施

工
計

画
書

の
内

容
は

、
工

事
概

要
と

施
工

計
画

書
（
準

・
上

記
の

場
合

以
外

で
も

、
当

初
提

出
す

る
施

工
計

画
書

の
内

容
は

、
工

事
概

要
と

施
工

計
画

書
（
準

・
上

記
の

場
合

以
外

で
も

、
当

初
提

出
す

る
施

工
計

画
書

の
内

容
は

、
工

事
概

要
と

施
工

計
画

書
（
準

備
工

事
）
を

最
低

限
記

載
し

、
そ

の
他

は
確

定
し

て
い

る
内

容
の

み
で

可
と

す
る

。
備

工
事

）
を

最
低

限
記

載
し

、
そ

の
他

は
確

定
し

て
い

る
内

容
の

み
で

可
と

す
る

。
備

工
事

）
を

最
低

限
記

載
し

、
そ

の
他

は
確

定
し

て
い

る
内

容
の

み
で

可
と

す
る

。
備

工
事

）
を

最
低

限
記

載
し

、
そ

の
他

は
確

定
し

て
い

る
内

容
の

み
で

可
と

す
る

。

・
記

載
項

目
は

、
土

木
工

事
現

場
必

携
「
共

５
　

施
工

計
画

書
」
に

よ
る

。
・
記

載
項

目
は

、
土

木
工

事
現

場
必

携
「
共

５
　

施
工

計
画

書
」
に

よ
る

。
・
記

載
項

目
は

、
土

木
工

事
現

場
必

携
「
共

５
　

施
工

計
画

書
」
に

よ
る

。
・
記

載
項

目
は

、
土

木
工

事
現

場
必

携
「
共

５
　

施
工

計
画

書
」
に

よ
る

。

○

2
1

×
○

○○ ○○

※※ ※※

・
提

出
は

不
要

と
し

ま
す

。
・
提

出
は

不
要

と
し

ま
す

。
・
提

出
は

不
要

と
し

ま
す

。
・
提

出
は

不
要

と
し

ま
す

。

・
※

下
請

業
者

へ
の

告
知

に
つ

い
て

、
監

督
員

等
の

求
め

に
応

じ
て

説
明

す
る

こ
と

と
し

ま
す

。
・
※

下
請

業
者

へ
の

告
知

に
つ

い
て

、
監

督
員

等
の

求
め

に
応

じ
て

説
明

す
る

こ
と

と
し

ま
す

。
・
※

下
請

業
者

へ
の

告
知

に
つ

い
て

、
監

督
員

等
の

求
め

に
応

じ
て

説
明

す
る

こ
と

と
し

ま
す

。
・
※

下
請

業
者

へ
の

告
知

に
つ

い
て

、
監

督
員

等
の

求
め

に
応

じ
て

説
明

す
る

こ
と

と
し

ま
す

。

・
建

設
リ

サ
イ

ク
ル

法
対

象
工

事
受

注
者

は
、

下
請

が
あ

る
場

合
、

N
O

.
1
8
の

通
知

書
の

写
し

を
監

督
員

か
ら

受

領
、

添
付

し
て

下
請

業
者

(
建

設
業

を
営

む
者

）
に

告
知

す
る

。

○

口
頭

で
告

知
し

た
場

合
は

提

出
不

要

2
2

○
△

※
△

※
△

※
△

※

・
※

下
記

の
い

ず
れ

か
1

つ
で

も
満

た
す

建
設

資
材

を
搬

入
す

る
工

事
で

作
成

す
る

。
・
※

下
記

の
い

ず
れ

か
1

つ
で

も
満

た
す

建
設

資
材

を
搬

入
す

る
工

事
で

作
成

す
る

。
・
※

下
記

の
い

ず
れ

か
1

つ
で

も
満

た
す

建
設

資
材

を
搬

入
す

る
工

事
で

作
成

す
る

。
・
※

下
記

の
い

ず
れ

か
1

つ
で

も
満

た
す

建
設

資
材

を
搬

入
す

る
工

事
で

作
成

す
る

。

　
①

土
砂

　
1
,
0

0
0
m

3
以

上
　

①
土

砂
　

1
,
0

0
0
m

3
以

上
　

①
土

砂
　

1
,
0

0
0
m

3
以

上
　

①
土

砂
　

1
,
0

0
0
m

3
以

上

　
②

砕
石

　
5
0

0
t
以

上
　

②
砕

石
　

5
0

0
t
以

上
　

②
砕

石
　

5
0

0
t
以

上
　

②
砕

石
　

5
0

0
t
以

上

　
③

加
熱

A
s
混

合
物

　
2
0
0
t
以

上
　

③
加

熱
A

s
混

合
物

　
2
0
0
t
以

上
　

③
加

熱
A

s
混

合
物

　
2
0
0
t
以

上
　

③
加

熱
A

s
混

合
物

　
2
0
0
t
以

上

・
作

成
は

原
則

と
し

て
C

O
B

R
I
S
（
建

設
副

産
物

情
報

交
換

シ
ス

テ
ム

、
通

称
ｺ
ﾌ
ﾞ
ﾘ
ｽ

）
※

　
を

利
用

す
る

・
上

記
に

よ
り

が
た

い
場

合
、

監
督

員
と

の
協

議
に

よ
り

「
建

設
リ

サ
イ

ク
ル

報
告

様
式

（
E
x
c
e
l
）
」
で

の
作

成
も

可
。

△
C

O
B

R
I
S

使
用

の
場

合
紙

、
デ

ー
タ

と
も

に
提

出
不

要
（
E

X
C

E
L
の

場
合

施
工

計
画

書
に

含
め

て
△

C
O

B
R

I
S

使
用

の
場

合
紙

、
デ

ー
タ

と
も

に
提

出
不

要
（
E

X
C

E
L
の

場
合

施
工

計
画

書
に

含
め

て
△

C
O

B
R

I
S

使
用

の
場

合
紙

、
デ

ー
タ

と
も

に
提

出
不

要
（
E

X
C

E
L
の

場
合

施
工

計
画

書
に

含
め

て
△

C
O

B
R

I
S

使
用

の
場

合
紙

、
デ

ー
タ

と
も

に
提

出
不

要
（
E

X
C

E
L
の

場
合

施
工

計
画

書
に

含
め

て

提
出

）
提

出
）

提
出

）
提

出
）

　
　

※
(
一

財
)
日

本
建

設
情

報
総

合
セ

ン
タ

ー
（
J
A

C
I
C

）
が

提
供

す
る

建
設

副
産

物
の

情
報

交
換

サ
ー

ビ
ス

。

[
h
t
t
p
:
/
/
w

w
w

.
r
e
c
y
c
l
e
.
j
a
c
i
c
.
o
r
.
j
p
/
]

△

提
示

と
す

る

（
C

O
B

R
I
S
利

用
の

場
合

提
示

は
不

要
）

2
3

再
生

資
源

利
用

促
進

計
画

書
○

△
※

△
※

△
※

△
※

・
※

下
記

の
い

ず
れ

か
1

つ
で

も
満

た
す

指
定

副
産

物
を

搬
出

す
る

工
事

で
作

成
す

る
。

・
※

下
記

の
い

ず
れ

か
1

つ
で

も
満

た
す

指
定

副
産

物
を

搬
出

す
る

工
事

で
作

成
す

る
。

・
※

下
記

の
い

ず
れ

か
1

つ
で

も
満

た
す

指
定

副
産

物
を

搬
出

す
る

工
事

で
作

成
す

る
。

・
※

下
記

の
い

ず
れ

か
1

つ
で

も
満

た
す

指
定

副
産

物
を

搬
出

す
る

工
事

で
作

成
す

る
。

　
①

土
砂

　
1
,
0

0
0
m

3
以

上
　

①
土

砂
　

1
,
0

0
0
m

3
以

上
　

①
土

砂
　

1
,
0

0
0
m

3
以

上
　

①
土

砂
　

1
,
0

0
0
m

3
以

上

　
②

C
o
塊

　
②

C
o
塊

　
②

C
o
塊

　
②

C
o
塊

　
 
　

A
s
塊

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合

計
2
0

0
t
以

上
　

 
　

A
s
塊

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合

計
2
0

0
t
以

上
　

 
　

A
s
塊

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合

計
2
0

0
t
以

上
　

 
　

A
s
塊

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合

計
2
0

0
t
以

上

　
 
　

建
設

発
生

木
材

　
 
　

建
設

発
生

木
材

　
 
　

建
設

発
生

木
材

　
 
　

建
設

発
生

木
材

・
作

成
は

原
則

と
し

て
C

O
B

R
I
S
（
建

設
副

産
物

情
報

交
換

シ
ス

テ
ム

、
通

称
ｺ
ﾌ
ﾞ
ﾘ
ｽ

）
　

を
利

用
す

る

・
上

記
に

よ
り

が
た

い
場

合
、

監
督

員
と

の
協

議
に

よ
り

「
建

設
リ

サ
イ

ク
ル

報
告

様
式

（
E
x
c
e
l
）
」
で

の
作

成
も

可
。

△
C

O
B

R
I
S

使
用

の
場

合
紙

、
デ

ー
タ

と
も

に
提

出
不

要
（
E

X
C

E
L
の

場
合

施
工

計
画

書
に

含
め

て
△

C
O

B
R

I
S

使
用

の
場

合
紙

、
デ

ー
タ

と
も

に
提

出
不

要
（
E

X
C

E
L
の

場
合

施
工

計
画

書
に

含
め

て
△

C
O

B
R

I
S

使
用

の
場

合
紙

、
デ

ー
タ

と
も

に
提

出
不

要
（
E

X
C

E
L
の

場
合

施
工

計
画

書
に

含
め

て
△

C
O

B
R

I
S

使
用

の
場

合
紙

、
デ

ー
タ

と
も

に
提

出
不

要
（
E

X
C

E
L
の

場
合

施
工

計
画

書
に

含
め

て

提
出

）
提

出
）

提
出

）
提

出
）

　
　

(
一

財
)
日

本
建

設
情

報
総

合
セ

ン
タ

ー
（
J

A
C

I
C

）
が

提
供

す
る

建
設

副
産

物
の

情
報

交
換

サ
ー

ビ
ス

。

[
h
t
t
p
:
/
/
w

w
w

.
r
e
c
y
c
l
e
.
j
a
c
i
c
.
o
r
.
j
p
/
]

△

提
示

と
す

る

（
C

O
B

R
I
S
利

用
の

場
合

提
示

は
不

要
）

再
生

資
源

利
用

計
画

書

資
源

リ
サ

イ
ク

ル
法

関
係

省
令

、

公
共

建
設

工
事

に
お

け
る

分
別

解
体

等
・
再

資
源

化
等

及
び

再
生

資
源

活
用

工
事

実
施

要
領

（
土

木
）
(
2
)
6
ロ

項

 

下
請

負
人

通
知

書

工
事

請
負

契
約

書
第

７
条

工
事

現
場

等
に

お
け

る
適

正
な

施
工

体
制

の
確

保
等

に
関

す
る

運
用

に
つ

い
て

（
通

知
）

建
設

業
法

第
2
6
条

第
2
項

施
工

計
画

書

（
原

則
と

し
て

全
工

事
で

提
出

す
る

。
た

だ
し

、
工

事
内

容
等

に
よ

り
、

監
督

員
等

が
不

要
と

認
め

た
場

合
は

こ
の

限
り

で

は
な

い
。

）

共
通

仕
様

書
1
-
1
-
1
-
6

告
知

書
（
建

設
リ

サ
イ

ク
ル

法
）

※
建

設
リ

サ
イ

ク
ル

法
対

象
工

事
の

場

合

建
設

リ
サ

イ
ク

ル
法

　
第

1
2
条

2
項

、

公
共

建
設

工
事

に
お

け
る

分
別

解
体

等
・
再

資
源

化
等

及
び

再
生

資
源

活
用

工
事

実
施

要
領

（
土

木
）
(
2
)
5
二

項
、

(
2
)
6
イ

項

書
類

等
作

成
上

の
留

意
事

項
書

類
作

成
の

根
拠

大
規

模
災

害
に

よ
る

災
害

復
旧

工
事

に
大

規
模

災
害

に
よ

る
災

害
復

旧
工

事
に

大
規

模
災

害
に

よ
る

災
害

復
旧

工
事

に
大

規
模

災
害

に
よ

る
災

害
復

旧
工

事
に

適
用

適
用

適
用

適
用

発 注 者

受 注 者

提
出

種
別

N
O

.
書

類
名

称

契
約

額

別
不

要

書
類

書
類

作
成

者
受

注
者

作
成

書
類

の
位

置
付

け
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【
別

紙
】
　

　
「
工

事
書

類
一

覧
（
大

規
模

災
害

に
よ

る
災

害
復

旧
工

事
に

適
用

）
」
(
3
/
7
)

令
和

３
年

９
月

　
適

用

報
告

提
示

5
0
0

万
円

未
満

8
0
0

万
円

未
満

監 督 員 等

契 約 担 当

監 督 員 等

監 督 員 等

・

検 査 職 員

提提 提提 出出 出出

・・ ・・

報報 報報 告告 告告

提提 提提 示示 示示

適
用

適
用

適
用

適
用

施
工

体
制

確
認

2
4

○
○

・
下

請
負

契
約

を
締

結
し

た
と

き
は

、
「
建

設
工

事
に

お
け

る
施

工
体

制
台

帳
な

ど
の

取
扱

い
に

つ
い

て
」

「
建

設
工

事
に

お
け

る
施

工
体

制
台

帳
な

ど
の

取
扱

い
に

つ
い

て
」

「
建

設
工

事
に

お
け

る
施

工
体

制
台

帳
な

ど
の

取
扱

い
に

つ
い

て
」

「
建

設
工

事
に

お
け

る
施

工
体

制
台

帳
な

ど
の

取
扱

い
に

つ
い

て
」

（
令

和
3
年

２
 
月

９
 
日

付
け

２
建

政
技

第
3
4
1
 
号

）
（
令

和
3
年

２
 
月

９
 
日

付
け

２
建

政
技

第
3
4
1
 
号

）
（
令

和
3
年

２
 
月

９
 
日

付
け

２
建

政
技

第
3
4
1
 
号

）
（
令

和
3
年

２
 
月

９
 
日

付
け

２
建

政
技

第
3
4
1
 
号

）
に

基
づ

き
施

工
体

制
台

帳
を

作
成

し
、

工
事

現
場

に
備

え
、

か
つ

写
し

を
監

督
員

等
に

提
出

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

・
施

工
体

制
台

帳
及

び
施

工
体

系
図

に
変

更
が

生
じ

た
場

合
は

、
そ

の
都

度
す

み
や

か
に

監
督

員
等

に
提

出

す
る

。

○

下
請

負
人

等
一

覧
表

は
不

要

と
す

る

2
5

○
・
令

和
3
年

２
月

９
日

か
ら

提
出

不
要

・
令

和
3
年

２
月

９
日

か
ら

提
出

不
要

・
令

和
3
年

２
月

９
日

か
ら

提
出

不
要

・
令

和
3
年

２
月

９
日

か
ら

提
出

不
要

×
×

工 事 書 類

施 工 計 画

施
工

体
制

確
認

2
6

○
○

・
す

べ
て

の
下

請
契

約
に

つ
い

て
提

出
す

る
・
す

べ
て

の
下

請
契

約
に

つ
い

て
提

出
す

る
・
す

べ
て

の
下

請
契

約
に

つ
い

て
提

出
す

る
・
す

べ
て

の
下

請
契

約
に

つ
い

て
提

出
す

る
○

現
場

に
備

え
れ

ば
提

出
は

不

要

工 事 書 類

施 工 計 画

施
工

体
制

確
認

2
7

○

・
令

和
３

年
２

月
９

日
か

ら
提

出
不

要
・
令

和
３

年
２

月
９

日
か

ら
提

出
不

要
・
令

和
３

年
２

月
９

日
か

ら
提

出
不

要
・
令

和
３

年
２

月
９

日
か

ら
提

出
不

要

・
受

注
者

は
、

下
請

負
人

に
対

し
、

次
の

事
項

を
書

面
に

よ
り

通
知

す
る

と
と

も
に

書
面

を
工

事
現

場
の

見
や

す

い
場

所
に

掲
示

す
る

。

　
　

1
　

元
請

業
者

の
商

号
又

は
名

称
、

　
2
　

再
下

請
負

通
知

が
必

要
と

さ
れ

る
旨

,
並

び
に

　
　

　
　

再
下

請
負

通
知

に
係

る
書

類
を

提
出

す
べ

き
場

所

×
×

2
8

○
○

　

・
受

注
者

は
、

各
下

請
負

者
の

施
工

の
分

担
関

係
を

表
示

し
た

施
工

体
系

図
を

作
成

し
、

工
事

関
係

者
が

見
や

す
い

場
所

及
び

公
衆

が
見

や
す

い
場

所
に

掲
げ

る
と

と
も

に
そ

の
写

し
を

監
督

員
等

に
提

出
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

○

2
9

×
×

○
○

・
工

事
請

負
契

約
締

結
後

原
則

1
ヶ

月
以

内
に

提
出

・
期

限
内

に
提

出
で

き
な

い
事

情
が

あ
る

場
合

は
理

由
を

書
面

で
提

出
す

る
。

・
共

済
証

紙
を

追
加

購
入

し
た

と
き

は
、

工
事

完
成

時
ま

で
に

提
出

す
る

。

×
×

3
0

×
×

○
○

※

・
※

建
退

共
制

度
を

用
い

な
い

理
由

が
「
中

小
企

業
退

職
金

共
済

制
度

等
そ

の
他

の
制

度
に

加
入

の
労

働
者

が
い

る
」
で

あ
る

場
合

、
加

入
を

証
明

す
る

書
類

を
工

事
請

負
契

約
締

結
後

一
カ

月
以

内
に

監
督

員
に

提
示

す

る
。

×
×

3
1

建
退

共
証

紙
受

払
簿

×
×

○
○

・
共

済
証

紙
の

購
入

状
況

を
発

注
者

が
把

握
す

る
た

め
、

必
要

が
あ

る
と

認
め

る
と

き
、

そ
の

他
関

係
資

料
と

と

も
に

求
め

る
場

合
が

あ
る

。

×
×

設
計

図
書

現
地

確
認

○
○

・
契

約
書

第
1
8
条

第
1
項

1
～

5
号

に
該

当
す

る
事

実
が

あ
っ

た
場

合
、

事
実

が
確

認
で

き
る

資
料

を
監

督
員

に

提
出

し
、

確
認

を
求

め
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

以
後

の
対

応
は

契
約

書
1
8
条

2
～

5
 号

項
な

ら
び

に
1
9
条

に
よ

る
。

○

○
△△ △△

・
契

約
書

第
1
8
条

第
1
項

1
～

5
号

に
該

当
す

る
事

実
が

無
い

場
合

、
監

督
員

へ
そ

の
旨

を
報

告
す

る
。

・
△

メ
ー

ル
ま

た
は

口
頭

等
で

可
と

す
る

・
△

メ
ー

ル
ま

た
は

口
頭

等
で

可
と

す
る

・
△

メ
ー

ル
ま

た
は

口
頭

等
で

可
と

す
る

・
△

メ
ー

ル
ま

た
は

口
頭

等
で

可
と

す
る

×
×

口
頭

や
メ

ー
ル

報
告

○
○

・
工

事
着

手
後

直
ち

に
測

量
を

実
施

し
、

測
量

標
（
仮

B
M

）
、

工
事

用
多

角
点

の
設

置
及

び
用

地
境

界
、

中
心

線
、

縦
断

、
横

断
等

を
確

認
し

、
工

事
設

計
図

書
と

差
異

が
生

じ
た

場
合

、
監

督
員

等
に

測
量

結
果

を
速

や
か

に
提

出
し

、
指

示
を

受
け

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

○

○
△△ △△

・
工

事
設

計
図

書
と

差
異

が
無

い
場

合
、

監
督

職
員

に
測

量
結

果
を

報
告

す
る

。

・
△

メ
ー

ル
ま

た
は

口
頭

等
で

可
と

す
る

・
△

メ
ー

ル
ま

た
は

口
頭

等
で

可
と

す
る

・
△

メ
ー

ル
ま

た
は

口
頭

等
で

可
と

す
る

・
△

メ
ー

ル
ま

た
は

口
頭

等
で

可
と

す
る

×
×

口
頭

や
メ

ー
ル

報
告

土
木

工
事

現
場

必
携

　
共

1
-
9

3
3

工
事

測
量

結
果

設
計

図
書

修
正

必

要
あ

り

共
通

仕
様

書
1
-
1
-
1
-
4
8

設
計

図
書

修
正

必

要
な

し

土
木

工
事

現
場

必
携

　
共

1
-
1
0

建
退

共
発

注
者

用
掛

金
収

納
書

共
通

仕
様

書
1
-
1
-
1
-
5
2

現
場

説
明

書
　

別
紙

-
3
　

指
導

事
項

(
4
)

中
小

企
業

退
職

金
共

済
制

度
等

加
入

証

明
書

類

共
通

仕
様

書
1
-
1
-
1
-
5
2

現
場

説
明

書
　

別
紙

-
3
　

指
導

事
項

(
4
)

3
2

設
計

図
書

照
査

確

認
資

料

契
約

書
1
8
条

第
１

項
該

当
あ

り

工
事

請
負

契
約

書
第

1
8
条

第
１

項

共
通

仕
様

書
1
-
1
-
1
-
3

契
約

書
1
8
条

第
１

項
該

当
な

し

下
請

契
約

書
、

委
託

契
約

書
写

し

（
施

工
体

制
台

帳
に

添
付

）

建
設

工
事

に
お

け
る

施
工

体
制

台
帳

作
成

な
ど

の
取

扱
い

に
つ

い
て

（
通

知
）

施
工

体
制

台
帳

作
成

建
設

工
事

の
下

請
負

人
に

対
す

る
通

知
の

写
し

（
施

工
体

制
台

帳
に

添
付

）

建
設

業
法

施
行

規
則

第
1
4
条

の
三

建
設

工
事

に
お

け
る

施
工

体
制

台
帳

作
成

な
ど

の
取

扱
い

に
つ

い
て

（
通

知
）

施
工

体
系

図

（
施

工
体

制
台

帳
に

添
付

）

建
設

業
法

第
2
4
条

の
7
の

4
項

入
契

法
第

1
3
条

第
3
項

共
通

仕
様

書
1
-
1
-
1
-
1
5
-
2

工
事

現
場

等
に

お
け

る
適

正
な

施
工

体
制

の
確

保
等

に
関

す
る

運
用

に
つ

い
て

（
通

知
）

施
工

体
制

台
帳

（
元

請
人

、
下

請
人

に
関

す
る

事
項

）

建
設

業
法

第
2
4
条

の
8
の

第
1
項

入
契

法
第

1
3
条

第
1
項

共
通

仕
様

書
1
-
1
-
1
-
1
5

建
設

工
事

に
お

け
る

施
工

体
制

台
帳

作
成

な
ど

の
取

扱
い

に
つ

い
て

（
通

知
）

再
下

請
通

知
書

（
施

工
体

制
台

帳
添

付
資

料
）

書
類

等
作

成
上

の
留

意
事

項
書

類
作

成
の

根
拠

大
規

模
災

害
に

よ
る

災
害

復
旧

工
事

に
大

規
模

災
害

に
よ

る
災

害
復

旧
工

事
に

大
規

模
災

害
に

よ
る

災
害

復
旧

工
事

に
大

規
模

災
害

に
よ

る
災

害
復

旧
工

事
に

適
用

適
用

適
用

適
用

発 注 者

受 注 者

提
出

種
別

N
O

.
書

類
名

称

契
約

額

別
不

要

書
類

書
類

作
成

者
受

注
者

作
成

書
類

の
位

置
付

け
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【
別

紙
】
　

　
「
工

事
書

類
一

覧
（
大

規
模

災
害

に
よ

る
災

害
復

旧
工

事
に

適
用

）
」
(
4
/
7
)

令
和

３
年

９
月

　
適

用

報
告

提
示

5
0
0

万
円

未
満

8
0
0

万
円

未
満

監 督 員 等

契 約 担 当

監 督 員 等

監 督 員 等

・

検 査 職 員

提提 提提 出出 出出

・・ ・・

報報 報報 告告 告告

提提 提提 示示 示示

適
用

適
用

適
用

適
用

施
工

状
況

施
工

管
理

3
4

経
緯

表
×

○
△△ △△

・
△△ △△

工
事

打
合

せ
の

経
緯

等
を

一
覧

で
き

る
よ

う
整

理
記

録
す

る
必

要
が

あ
る

場
合

作
成

す
る

。

3
5

材
料

承
認

関
係

資
料

○
○

・
一

括
承

認
該

当
の

製
品

お
よ

び
J

I
S

認
定

品
お

よ
び

J
I
S

認
定

品
お

よ
び

J
I
S

認
定

品
お

よ
び

J
I
S

認
定

品
は

、
提

示
、

提
出

い
ず

れ
も

不
要

。

・
設

計
図

書
で

提
出

を
求

め
ら

れ
て

い
る

工
事

材
料

に
つ

い
て

、
見

本
ま

た
は

品
質

を
証

明
す

る
資

料
を

工
事

材
料

を
使

用
す

る
ま

で
に

提
出

す
る

。
試

験
を

行
う

こ
と

と
し

て
い

る
材

料
も

同
じ

。

・
共

通
仕

様
書

に
定

め
る

工
事

材
料

を
使

用
す

る
場

合
に

は
、

そ
の

外
観

及
び

品
質

規
格

証
明

書
等

を
照

合
し

て
確

認
し

た
資

料
を

事
前

に
監

督
員

等
に

提
出

し
、

監
督

員
等

の
確

認
を

受
け

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

・
使

用
量

が
少

な
い

資
材

は
協

議
の

上
品

質
証

明
資

料
等

の
提

出
を

省
略

で
き

る
・
使

用
量

が
少

な
い

資
材

は
協

議
の

上
品

質
証

明
資

料
等

の
提

出
を

省
略

で
き

る
・
使

用
量

が
少

な
い

資
材

は
協

議
の

上
品

質
証

明
資

料
等

の
提

出
を

省
略

で
き

る
・
使

用
量

が
少

な
い

資
材

は
協

議
の

上
品

質
証

明
資

料
等

の
提

出
を

省
略

で
き

る

○
○

監
督

員
が

必
要

と
認

め
る

も

の
は

提
出

、
そ

の
他

は
提

示
と

す
る

。

3
6

工
事

記
録

○
△△ △△

・
原

則
と

し
て

作
成

は
不

要
と

す
る

。
・
原

則
と

し
て

作
成

は
不

要
と

す
る

。
・
原

則
と

し
て

作
成

は
不

要
と

す
る

。
・
原

則
と

し
て

作
成

は
不

要
と

す
る

。

・
受

発
注

者
協

議
の

上
必

要
と

し
た

場
合

は
作

成
で

き
る

・
受

発
注

者
協

議
の

上
必

要
と

し
た

場
合

は
作

成
で

き
る

・
受

発
注

者
協

議
の

上
必

要
と

し
た

場
合

は
作

成
で

き
る

・
受

発
注

者
協

議
の

上
必

要
と

し
た

場
合

は
作

成
で

き
る

・
△

工
事

記
録

を
作

成
し

な
い

場
合

、
「
実

施
工

程
表

」
ま

た
は

「
週

間
工

程
表

」
を

提
出

す
る

・
△

工
事

記
録

を
作

成
し

な
い

場
合

、
「
実

施
工

程
表

」
ま

た
は

「
週

間
工

程
表

」
を

提
出

す
る

・
△

工
事

記
録

を
作

成
し

な
い

場
合

、
「
実

施
工

程
表

」
ま

た
は

「
週

間
工

程
表

」
を

提
出

す
る

・
△

工
事

記
録

を
作

成
し

な
い

場
合

、
「
実

施
工

程
表

」
ま

た
は

「
週

間
工

程
表

」
を

提
出

す
る

土
木

工
事

現
場

必
携

　
共

1
0
-
6

×
×

3
7

○
○

○
○

・
令

和
３

年
４

月
よ

り
様

式
は

国
様

式
と

す
る

・
令

和
３

年
４

月
よ

り
様

式
は

国
様

式
と

す
る

・
令

和
３

年
４

月
よ

り
様

式
は

国
様

式
と

す
る

・
令

和
３

年
４

月
よ

り
様

式
は

国
様

式
と

す
る

。

・
発

注
者

及
び

受
注

者
が

工
事

施
工

状
況

に
つ

い
て

お
互

い
に

確
認

し
合

い
、

行
き

違
い

が
な

い
よ

う
に

書
類

に
記

録
し

て
お

く
書

類
。

打
合

せ
の

各
事

項
の

主
な

定
義

は
以

下
の

と
お

り
。

な
お

、
「
提

示
」
「
連

絡
」
の

場
合

、
工

事
打

ち
合

わ
せ

簿
は

不
要

で
あ

る
。

・
「
協

議
」
：
書

面
に

よ
り

契
約

図
書

の
合

議
事

項
に

つ
い

て
、

受
発

注
者

が
対

等
の

立
場

で
合

議
し

、
結

論
を

得

る
こ

と
。

・
「
指

示
」
：
監

督
員

等
が

、
受

注
者

に
対

し
、

工
事

の
施

工
上

必
要

な
事

項
に

つ
い

て
書

面
に

よ
り

示
し

、
実

施

さ
せ

る
こ

と
。

・
「
承

諾
」
：
契

約
図

書
で

明
示

し
た

事
項

に
つ

い
て

、
発

注
者

若
し

く
は

監
督

員
等

ま
た

は
受

注
者

が
書

面
に

よ

り
同

意
す

る
こ

と
。

共
通

仕
様

書
1
-
1
-
1
-
2

○

3
8

監
督

日
誌

○
・
日

付
順

に
ま

と
め

る
。

○
【
発

注
者

】

工 事 書 類

施 工 状 況

施
工

管
理

3
9

変
更

施
工

計
画

書
×

※

○
○

・
重

要
な

変
更

が
生

じ
た

場
合

、
そ

の
都

度
当

該
工

事
に

着
手

す
る

前
に

変
更

に
関

す
る

事
項

に
つ

い
て

提
出

す
る

。

・
※

契
約

額
5
0
0
万

未
満

で
あ

っ
て

も
、

現
場

で
発

生
し

た
災

害
等

へ
の

対
応

が
必

要
な

場
合

な
ど

、
重

要
な

変

更
が

あ
る

場
合

は
必

要

・
現

場
作

業
終

了
後

精
算

時
の

契
約

、
お

よ
び

工
期

や
数

量
だ

け
の

軽
微

な
変

更
お

よ
び

工
期

や
数

量
だ

け
の

軽
微

な
変

更
お

よ
び

工
期

や
数

量
だ

け
の

軽
微

な
変

更
お

よ
び

工
期

や
数

量
だ

け
の

軽
微

な
変

更
に

伴
う

変
更

施
工

計
画

書
は

作
成

不
要

。

○

4
0

○
○

・
工

事
施

工
に

あ
た

り
受

注
者

の
行

う
べ

き
関

係
官

公
庁

及
び

そ
の

他
の

関
係

機
関

へ
の

届
出

等
を

、
法

令
、

条
例

ま
た

は
設

計
図

書
の

定
め

に
よ

り
実

施
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

・
諸

手
続

に
か

か
る

許
可

、
承

諾
等

を
得

た
と

き
は

、
そ

の
書

面
の

写
し

を
監

督
員

等
に

提
示

し
な

け
れ

ば
な

ら

な
い

。
な

お
、

監
督

員
等

か
ら

請
求

が
あ

っ
た

場
合

は
、

写
し

を
提

出
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

共
通

仕
様

書
1
-
1
-
1
-
4
6

○

4
1

地
域

住
民

と
の

打
合

せ
資

料
○

○

※

・
※

地
元

関
係

者
等

か
ら

工
事

の
施

工
に

関
し

て
苦

情
が

あ
り

、
受

注
者

が
対

応
す

べ
き

場
合

は
誠

意
を

も
っ

て
そ

の
解

決
に

当
た

ら
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

・
交

渉
等

の
内

容
は

、
後

日
紛

争
と

な
ら

な
い

よ
う

文
書

で
取

り
交

わ
す

等
明

確
に

し
て

お
く
と

と
も

に
、

状
況

を

随
時

監
督

員
等

に
報

告
し

、
指

示
が

あ
れ

ば
そ

れ
に

従
う

も
の

と
す

る
。

共
通

仕
様

書
1
-
1
-
1
-
4
6

△
○

提
示

で
可

と
す

る
。

た
だ

し
監

督
員

が
必

要
と

認
め

る
場

合

は
提

出
す

る

4
2

○
○

※

○

※
「
提

出
」
は

、
設

計
図

書
で

定
め

ら
れ

て
い

る
材

料
が

あ
る

場
合

。

・
材

料
の

品
質

を
証

明
す

る
、

試
験

成
績

表
、

性
能

試
験

結
果

、
ミ

ル
シ

ー
ト

等
の

品
質

規
格

証
明

書
を

受
注

者
の

責
任

に
お

い
て

整
備

、
保

管
し

、
検

査
時

ま
で

に
監

督
員

等
へ

提
示

す
る

と
と

も
に

、
監

督
員

等
の

請
求

が
あ

っ
た

場
合

に
は

遅
滞

な
く
提

示
す

る
。

○

4
3

○
○○ ○○

・
受

注
者

は
、

納
入

書
に

打
設

完
了

時
間

を
記

入
し

、
荷

受
け

職
印

欄
に

サ
イ

ン
を

す
る

。
納

入
書

は
整

理
保

管
し

、
監

督
員

等
の

求
め

に
応

じ
て

提
示

す
る

。
監

督
員

等
の

求
め

に
応

じ
て

提
示

す
る

。
監

督
員

等
の

求
め

に
応

じ
て

提
示

す
る

。
監

督
員

等
の

求
め

に
応

じ
て

提
示

す
る

。

○

4
4

材
料

等
納

入
伝

票
×

○
○

・
使

用
材

料
等

の
量

を
確

認
す

る
必

要
が

あ
る

場
合

や
、

納
入

時
期

の
確

認
が

必
要

な
場

合
等

、
監

督
員

等

か
ら

要
請

が
あ

っ
た

場
合

、
速

や
か

に
提

示
す

る
。

△

監
督

員
が

必
要

と
認

め
る

場

合
は

提
示

す
る

（
数

量
の

確
認

が
必

要
な

場
合

等
）

関
係

機
関

協
議

資
料

材
料

品
質

規
格

証
明

書

共
通

仕
様

書
第

2
章

材
料

編
第

2
節

各
材

料
の

品
質

管
理

基
準

レ
デ

ィ
ー

ミ
ク

ス
ト

コ
ン

ク
リ

ー
ト

納
入

書
H

1
2
土

木
部

通
知

,
現

場
説

明
事

項

土
木

工
事

現
場

必
携

　
共

1
0
-
2

共
通

仕
様

書
材

料
編

第
2
節

工
事

材
料

の
品

質

4
.
及

び
5

工
事

打
合

せ
簿

長
野

県
建

設
工

事
事

務
処

理
規

程
第

3
2
条

2
項

共
通

仕
様

書
1
-
1
-
1
-
6

書
類

等
作

成
上

の
留

意
事

項
書

類
作

成
の

根
拠

大
規

模
災

害
に

よ
る

災
害

復
旧

工
事

に
大

規
模

災
害

に
よ

る
災

害
復

旧
工

事
に

大
規

模
災

害
に

よ
る

災
害

復
旧

工
事

に
大

規
模

災
害

に
よ

る
災

害
復

旧
工

事
に

適
用

適
用

適
用

適
用

発 注 者

受 注 者

提
出

種
別

N
O

.
書

類
名

称

契
約

額

別
不

要

書
類

書
類

作
成

者
受

注
者

作
成

書
類

の
位

置
付

け
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【
別

紙
】
　

　
「
工

事
書

類
一

覧
（
大

規
模

災
害

に
よ

る
災

害
復

旧
工

事
に

適
用

）
」
(
5
/
7
)

令
和

３
年

９
月

　
適

用

報
告

提
示

5
0
0

万
円

未
満

8
0
0

万
円

未
満

監 督 員 等

契 約 担 当

監 督 員 等

監 督 員 等

・

検 査 職 員

提提 提提 出出 出出

・・ ・・

報報 報報 告告 告告

提提 提提 示示 示示

適
用

適
用

適
用

適
用

4
5

○
○

※

・
段

階
確

認
の

依
頼

は
「
段

階
確

認
書

」
に

よ
り

行
う

。
・
段

階
確

認
の

依
頼

は
「
段

階
確

認
書

」
に

よ
り

行
う

。
・
段

階
確

認
の

依
頼

は
「
段

階
確

認
書

」
に

よ
り

行
う

。
・
段

階
確

認
の

依
頼

は
「
段

階
確

認
書

」
に

よ
り

行
う

。

・
監

督
員

又
は

現
場

技
術

員
が

立
ち

会
い

確
認

し
た

場
合

、
材

料
検

測
等

の
写

真
は

不
要

・
監

督
員

又
は

現
場

技
術

員
が

立
ち

会
い

確
認

し
た

場
合

、
材

料
検

測
等

の
写

真
は

不
要

・
監

督
員

又
は

現
場

技
術

員
が

立
ち

会
い

確
認

し
た

場
合

、
材

料
検

測
等

の
写

真
は

不
要

・
監

督
員

又
は

現
場

技
術

員
が

立
ち

会
い

確
認

し
た

場
合

、
材

料
検

測
等

の
写

真
は

不
要

・
監

督
員

等
の

立
会

が
必

要
な

場
合

、
あ

ら
か

じ
め

※
書

面
ま

た
は

連
絡

で
監

督
員

等
に

依
頼

。

・
※

週
間

工
程

表
等

他
の

様
式

に
よ

る
依

頼
で

も
可

・
※

週
間

工
程

表
等

他
の

様
式

に
よ

る
依

頼
で

も
可

・
※

週
間

工
程

表
等

他
の

様
式

に
よ

る
依

頼
で

も
可

・
※

週
間

工
程

表
等

他
の

様
式

に
よ

る
依

頼
で

も
可

共
通

仕
様

書
1
-
1
-
1
-
2
4

×
×

メ
ー

ル
又

は
口

頭
で

の
依

頼

4
6

○
○

※

・
受

注
者

は
共

通
仕

様
書

の
「
段

階
確

認
一

覧
表

」
に

示
す

確
認

時
期

及
び

特
に

指
定

さ
れ

た
部

分
の

施
工

時

に
お

い
て

、
段

階
確

認
を

受
け

る
。

・
「
段

階
確

認
書

」
に

よ
り

構
造

物
等

の
種

別
、

細
別

、
施

工
予

定
時

期
等

を
監

督
員

等
に

報
告

す
る

。

・
監

督
員

等
は

、
段

階
確

認
に

お
い

て
臨

場
を

机
上

と
す

る
こ

と
が

で
き

る
が

、
受

注
者

は
、

出
来

形
管

理
表

等

の
施

工
管

理
記

録
及

び
写

真
等

の
資

料
を

提
出

し
、

確
認

を
受

け
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

・
※

監
督

員
ま

た
は

現
場

技
術

員
が

臨
場

し
て

段
階

確
認

を
行

っ
た

箇
所

の
出

来
形

管
理

写
真

は
不

・
※

監
督

員
ま

た
は

現
場

技
術

員
が

臨
場

し
て

段
階

確
認

を
行

っ
た

箇
所

の
出

来
形

管
理

写
真

は
不

・
※

監
督

員
ま

た
は

現
場

技
術

員
が

臨
場

し
て

段
階

確
認

を
行

っ
た

箇
所

の
出

来
形

管
理

写
真

は
不

・
※

監
督

員
ま

た
は

現
場

技
術

員
が

臨
場

し
て

段
階

確
認

を
行

っ
た

箇
所

の
出

来
形

管
理

写
真

は
不

要
。

ま
た

臨
場

の
状

況
写

真
も

不
要

要
。

ま
た

臨
場

の
状

況
写

真
も

不
要

要
。

ま
た

臨
場

の
状

況
写

真
も

不
要

要
。

ま
た

臨
場

の
状

況
写

真
も

不
要

○

4
7

○
○

※

・
官

公
庁

の
休

日
・
夜

間
に

作
業

を
行

う
場

合
、

そ
の

理
由

を
監

督
員

等
に

連
絡

す
る

。

・
現

道
上

の
工

事
に

つ
い

て
は

書
面

に
よ

り
提

出
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

・
※

週
間

工
程

表
な

ど
他

の
様

式
で

も
可

・
※

週
間

工
程

表
な

ど
他

の
様

式
で

も
可

・
※

週
間

工
程

表
な

ど
他

の
様

式
で

も
可

・
※

週
間

工
程

表
な

ど
他

の
様

式
で

も
可

メ
ー

ル
又

は
口

頭
で

の
連

絡

安
全

管
理

4
8

安
全

教
育

訓
練

実
施

資
料

×
○

○

・
安

全
教

育
・
訓

練
等

の
実

施
状

況
を

記
録

し
た

資
料

を
整

備
・
保

管
し

、
監

督
員

等
の

請
求

が
あ

っ
た

場
合

は

直
ち

に
提

示
す

る
。

共
通

仕
様

書
1
-
1
-
1
-
3
7

○

4
9

○
○

※

・
※

事
故

等
が

発
生

し
た

場
合

は
、

応
急

措
置

を
講

じ
る

と
と

も
に

直
ち

に
監

督
員

等
に

連
絡

及
び

関
係

機
関

に

通
報

す
る

。

・
工

事
事

故
報

告
書

は
監

督
員

が
指

示
す

る
様

式
で

指
示

す
る

期
日

ま
で

に
提

出
す

る
。

共
通

仕
様

書
1
-
1
-
1
-
3
7
、

1
-
1
-
1
-
4
0

△
労

災
等

事
故

が
あ

っ
た

場
合

5
0

○
○

※

・
※

年
末

年
始

等
一

週
間

程
度

の
現

場
休

業
が

予
想

さ
れ

、
発

注
者

が
求

め
る

場
合

報
告

す
る

。
○

5
1

過
積

載
防

止
対

策
×

○
○

○

・
（
提

出
）
対

策
に

つ
い

て
、

施
工

計
画

書
の

施
工

方
法

に
具

体
的

に
記

載
す

る
。

・
（
提

示
）
点

検
記

録
、

写
真

等
を

整
理

・
保

管
し

、
監

督
員

等
の

請
求

が
あ

っ
た

場
合

、
提

示
す

る
。

○
○

工
程

管
理

5
2

実
施

工
程

表
×

○
○

・
施

工
計

画
書

の
計

画
工

程
表

に
対

し
て

、
実

施
工

程
を

比
較

対
照

し
て

記
入

。

・
表

は
、

工
事

内
容

に
応

じ
た

方
式

に
よ

り
作

成
。

・
応

急
工

事
等

当
初

工
事

計
画

が
困

難
な

工
事

に
つ

い
て

は
省

略
で

き
る

。

土
木

工
事

施
工

管
理

基
準

第
6
(
1
)

△

不
要

と
す

る

た
だ

し
、

工
期

延
長

の
根

拠
資

料
と

す
る

場
合

等
、

監
督

員
が

必
要

と
認

め
た

場
合

は
提

示

5
3

工
事

履
行

報
告

○
○

・
履

行
状

況
を

所
定

の
様

式
等

で
報

告
す

る
。

・
週

間
工

程
表

な
ど

他
の

様
式

で
も

可
週

間
工

程
表

な
ど

他
の

様
式

で
も

可
週

間
工

程
表

な
ど

他
の

様
式

で
も

可
週

間
工

程
表

な
ど

他
の

様
式

で
も

可

契
約

書
第

1
1
条

・
共

通
仕

様
書

1
-
1
-
1
-
3
4

×
×

出
来

形
管

理
5
4

○
○

・
測

定
等

を
工

事
の

施
工

と
平

行
し

、
速

や
か

に
実

施
。

結
果

を
そ

の
都

度
逐

次
記

録
、

保
管

す
る

。
出

来
形

管

理
基

準
に

定
め

る
測

定
項

目
及

び
測

定
基

準
に

よ
り

実
測

し
、

設
計

値
と

実
測

値
を

対
比

し
て

記
録

し
た

出
来

形
管

理
表

又
は

出
来

形
管

理
図

を
作

成
し

、
管

理
す

る
。

・
測

定
数

が
1
0
点

未
満

の
場

合
は

出
来

形
管

理
表

の
み

と
す

る
。

・
監

督
員

等
の

請
求

に
対

し
直

ち
に

提
示

す
る

。

○

5
5

8
0
%
出

来
形

図
・
数

量
計

算
書

○
○

・
出

来
形

数
量

を
算

出
す

る
た

め
出

来
形

測
量

を
実

施
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

・
出

来
形

測
量

の
結

果
を

基
に

、
土

木
工

事
数

量
算

出
要

領
（
案

）
及

び
設

計
図

書
に

従
い

、
出

来
形

数
量

を

算
出

し
、

そ
の

結
果

を
8
0
％

出
来

形
図

と
と

も
に

監
督

職
員

か
ら

の
請

求
が

あ
っ

た
場

合
は

速
や

か
に

提
示

す

る
と

と
も

に
、

工
事

完
成

時
ま

で
に

監
督

員
等

に
提

出
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

共
通

仕
様

書
1
-
1
-
1
-
2
6

○

品
質

管
理

5
6

○
○

・
測

定
等

を
工

事
の

施
工

と
平

行
し

、
速

や
か

に
実

施
。

結
果

を
そ

の
都

度
逐

次
記

録
、

保
管

す
る

。
品

質
管

理

基
準

に
定

め
る

試
験

項
目

、
試

験
方

法
及

び
試

験
基

準
に

よ
り

管
理

、
そ

の
管

理
内

容
に

応
じ

て
品

質
管

理
表

又
は

品
質

管
理

図
を

作
成

す
る

。

・
測

定
数

が
1
0
点

未
満

の
場

合
は

品
質

管
理

表
の

み
と

す
る

。

・
監

督
員

等
の

請
求

に
対

し
直

ち
に

提
示

す
る

。

○
品

質
管

理
表

又
は

品
質

管
理

図

共
通

仕
様

書
1
-
1
-
1
-
3
3

土
木

工
事

施
工

管
理

基
準

第
6
(
3
)

現
場

休
業

届
土

木
工

事
現

場
必

携
　

共
8
-
4
7

現
場

説
明

書
6
周

辺
環

境
保

全
関

係
(
4
)

過
積

載
の

防
止

工 事 書 類

施 工 状 況

出
来

形
管

理
表

又
は

出
来

形
管

理
図

共
通

仕
様

書
1
-
1
-
1
-
3
3

土
木

工
事

施
工

管
理

基
準

第
6
(
2
)

立
会

依
頼

段
階

確
認

書

（
添

付
資

料
）

　
・
出

来
形

管
理

表
、

　
　

又
は

出
来

形
管

理
図

　
・
写

真
（
臨

場
し

た
場

合
不

要
）

共
通

仕
様

書
1
-
1
-
1
-
2
4

写
真

管
理

基
準

休
日

・
夜

間
作

業
届

※
現

道
上

工
事

の
場

合

共
通

仕
様

書
1
-
1
-
1
-
4
7

工
事

事
故

速
報

、
報

告
書

書
類

等
作

成
上

の
留

意
事

項
書

類
作

成
の

根
拠

大
規

模
災

害
に

よ
る

災
害

復
旧

工
事

に
大

規
模

災
害

に
よ

る
災

害
復

旧
工

事
に

大
規

模
災

害
に

よ
る

災
害

復
旧

工
事

に
大

規
模

災
害

に
よ

る
災

害
復

旧
工

事
に

適
用

適
用

適
用

適
用

発 注 者

受 注 者

提
出

種
別

N
O

.
書

類
名

称

契
約

額

別
不

要

書
類

書
類

作
成

者
受

注
者

作
成

書
類

の
位

置
付

け
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【
別

紙
】
　

　
「
工

事
書

類
一

覧
（
大

規
模

災
害

に
よ

る
災

害
復

旧
工

事
に

適
用

）
」
(
6
/
7
)

令
和

３
年

９
月

　
適

用

報
告

提
示

5
0
0

万
円

未
満

8
0
0

万
円

未
満

監 督 員 等

契 約 担 当

監 督 員 等

監 督 員 等

・

検 査 職 員

提提 提提 出出 出出

・・ ・・

報報 報報 告告 告告

提提 提提 示示 示示

適
用

適
用

適
用

適
用

そ
の

他
5
7

○
○

※

・
紙

ま
た

は
電

子
マ

ニ
ュ

フ
ェ

ス
ト

に
よ

り
適

正
に

処
理

さ
れ

て
い

る
こ

と
を

確
認

す
る

と
と

も
に

監
督

員
等

に
提

示
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

・
マ

ニ
ュ

フ
ェ

ス
ト

手
続

き
経

過
が

わ
か

る
N

O
.
7
2
の

集
計

表
を

作
成

し
、

検
査

時
ま

で
に

提
出

す
る

。

○

5
8

○
○

・
県

外
産

資
材

を
使

用
す

る
場

合
、

使
用

し
な

い
理

由
な

ど
を

記
入

し
、

監
督

員
等

に
提

出
す

る
。

・
県

内
産

と
は

県
内

企
業

が
生

産
し

た
製

品
を

い
い

ま
す

。

・
報

告
が

必
要

な
資

材
は

、
「
生

コ
ン

」
「
砕

石
」
「

加
熱

A
s
合

材
」
「
C

o
二

次
製

品
」

と
し

ま
す

。
・
報

告
が

必
要

な
資

材
は

、
「
生

コ
ン

」
「
砕

石
」
「

加
熱

A
s
合

材
」
「
C

o
二

次
製

品
」

と
し

ま
す

。
・
報

告
が

必
要

な
資

材
は

、
「
生

コ
ン

」
「
砕

石
」
「

加
熱

A
s
合

材
」
「
C

o
二

次
製

品
」

と
し

ま
す

。
・
報

告
が

必
要

な
資

材
は

、
「
生

コ
ン

」
「
砕

石
」
「

加
熱

A
s
合

材
」
「
C

o
二

次
製

品
」

と
し

ま
す

。

×
×

5
9

○
○

・
木

材
は

原
則

と
し

て
県

産
材

を
使

用
す

る
。

・
施

工
計

画
提

出
時

、
監

督
員

の
確

認
を

受
け

る
。

証
明

書
は

、
し

ゅ
ん

工
書

類
と

し
て

提
出

す
る

。

×
×

6
0

○
・
提

出
は

不
要

と
す

る
。

・
提

出
は

不
要

と
す

る
。

・
提

出
は

不
要

と
す

る
。

・
提

出
は

不
要

と
す

る
。

特
記

仕
様

書
×

×

契
約

関
係

書
類

6
1

○
○

※

・
「
中

間
前

払
金

認
定

請
求

」
、

「
指

定
部

分
完

成
検

査
」
、

「
出

来
形

検
査

」
、

「
修

補
関

係
」
、

「
部

分
使

用
関

係
」
等

工
事

請
負

契
約

書
○

工
事

書
類

6
2

×
○

○
・
N

O
.
5
4
に

よ
り

作
成

し
た

記
録

を
取

り
ま

と
め

、
検

査
時

に
提

出
す

る
。

○
出

来
形

管
理

図
は

不
要

と
す

る

6
3

１
０

０
％

出
来

形
図

○
○

・
N

0
.
5
4
の

出
来

形
測

量
の

結
果

が
、

設
計

図
書

に
示

さ
れ

た
数

量
に

対
し

、
土

木
工

事
施

工
管

理
基

準
及

び

規
格

値
を

満
た

し
て

い
れ

ば
、

出
来

形
数

量
は

設
計

数
量

と
す

る
。

共
通

仕
様

書
1
-
1
-
1
-
2
5

○

6
4

品
質

管
理

表
又

は
品

質
管

理
図

×
○

○
・
N

O
.
5
6
に

よ
り

作
成

し
た

記
録

を
取

り
ま

と
め

、
検

査
時

に
提

出
す

る
。

○
品

質
管

理
図

は
不

要
と

す
る

6
5

○
○

※

・
品

質
証

明
員

が
工

事
施

工
途

中
に

お
い

て
必

要
と

認
め

る
時

期
及

び
検

査
の

事
前

に
品

質
確

認
を

行
い

、
受

注
者

は
そ

の
結

果
を

所
定

の
様

式
に

よ
り

検
査

時
ま

で
に

監
督

員
等

へ
提

出
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

共
通

仕
様

書
1
-
1
-
1
-
2
7
(
1
)

△
対

象
工

事
の

場
合

は
提

出

6
6

○
○

・
建

設
材

料
の

品
質

記
録

保
存

要
領

（
平

成
2
1
年

1
月

1
日

最
終

改
正

）
に

基
づ

い
て

作
成

し
、

検
査

時
ま

で
に

監
督

員
等

へ
提

出
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

○

6
7

○
○

・
施

工
管

理
の

手
段

と
し

て
、

各
工

事
の

施
工

段
階

及
び

工
事

完
成

後
明

視
で

き
な

い
箇

所
の

施
工

状
況

等
を

写
真

管
理

基
準

（
案

）
に

よ
り

撮
影

、
保

管
し

、
検

査
時

に
提

出
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

・
監

督
員

又
は

現
場

技
術

員
が

立
ち

会
い

確
認

し
た

場
合

、
材

料
検

測
等

の
写

真
は

不
要

・
監

督
員

又
は

現
場

技
術

員
が

立
ち

会
い

確
認

し
た

場
合

、
材

料
検

測
等

の
写

真
は

不
要

・
監

督
員

又
は

現
場

技
術

員
が

立
ち

会
い

確
認

し
た

場
合

、
材

料
検

測
等

の
写

真
は

不
要

・
監

督
員

又
は

現
場

技
術

員
が

立
ち

会
い

確
認

し
た

場
合

、
材

料
検

測
等

の
写

真
は

不
要

○

そ
の

他
6
8

×
○

○

※

・
受

注
者

は
、

自
ら

立
案

実
施

し
た

創
意

工
夫

や
地

域
社

会
へ

の
貢

献
と

し
て

評
価

出
来

る
項

目
に

つ
い

て
、

工
事

完
成

時
ま

で
に

所
定

の
様

式
に

よ
り

、
監

督
員

等
へ

提
出

す
る

事
が

で
き

る
。

×
×

6
9

再
生

資
源

利
用

実
施

書
○

○

・
※

下
記

の
い

ず
れ

か
1
つ

で
も

満
た

す
建

設
資

材
を

搬
入

す
る

工
事

で
作

成
す

る
。

・
※

下
記

の
い

ず
れ

か
1
つ

で
も

満
た

す
建

設
資

材
を

搬
入

す
る

工
事

で
作

成
す

る
。

・
※

下
記

の
い

ず
れ

か
1
つ

で
も

満
た

す
建

設
資

材
を

搬
入

す
る

工
事

で
作

成
す

る
。

・
※

下
記

の
い

ず
れ

か
1
つ

で
も

満
た

す
建

設
資

材
を

搬
入

す
る

工
事

で
作

成
す

る
。

　
①

土
砂

　
1
,
0
0
0
m

3
以

上
　

①
土

砂
　

1
,
0
0
0
m

3
以

上
　

①
土

砂
　

1
,
0
0
0
m

3
以

上
　

①
土

砂
　

1
,
0
0
0
m

3
以

上

　
②

砕
石

　
5
0

0
t
以

上
　

②
砕

石
　

5
0

0
t
以

上
　

②
砕

石
　

5
0

0
t
以

上
　

②
砕

石
　

5
0

0
t
以

上

　
③

加
熱

A
s
混

合
物

　
2

0
0
t
以

上
　

③
加

熱
A

s
混

合
物

　
2

0
0
t
以

上
　

③
加

熱
A

s
混

合
物

　
2

0
0
t
以

上
　

③
加

熱
A

s
混

合
物

　
2

0
0
t
以

上

・
作

成
は

原
則

と
し

て
C

O
B

R
I
S
（
建

設
副

産
物

情
報

交
換

シ
ス

テ
ム

、
通

称
ｺ
ﾌ
ﾞ
ﾘ
ｽ

）
※

　
を

利
用

す
る

・
上

記
に

よ
り

が
た

い
場

合
、

監
督

員
と

の
協

議
に

よ
り

「
建

設
リ

サ
イ

ク
ル

報
告

様
式

（
E

x
c
e
l
）
」
で

の
作

成
も

可
。

・
再

資
源

化
報

告
書

に
添

付
し

て
提

出

　
　

※
(
一

財
)
日

本
建

設
情

報
総

合
セ

ン
タ

ー
（
J
A

C
I
C

）
が

提
供

す
る

建
設

副
産

物
の

情
報

交
換

サ
ー

ビ
ス

。

[
h
t
t
p
:
/
/
w

w
w

.
r
e
c
y
c
l
e
.
j
a
c
i
c
.
o
r
.
j
p
/
]

△
○

N
o
.
7
1
再

資
源

化
報

告
書

を
提

出
す

る
場

合
は

提
出

（
添

付
書

類
）
と

す
る

7
0

再
生

資
源

利
用

促
進

実
施

書
○

○

・
※

下
記

の
い

ず
れ

か
1
つ

で
も

満
た

す
指

定
副

産
物

を
搬

出
す

る
工

事
で

作
成

す
る

。
・
※

下
記

の
い

ず
れ

か
1
つ

で
も

満
た

す
指

定
副

産
物

を
搬

出
す

る
工

事
で

作
成

す
る

。
・
※

下
記

の
い

ず
れ

か
1
つ

で
も

満
た

す
指

定
副

産
物

を
搬

出
す

る
工

事
で

作
成

す
る

。
・
※

下
記

の
い

ず
れ

か
1
つ

で
も

満
た

す
指

定
副

産
物

を
搬

出
す

る
工

事
で

作
成

す
る

。

　
①

土
砂

　
1
,
0
0
0
m

3
以

上
　

①
土

砂
　

1
,
0
0
0
m

3
以

上
　

①
土

砂
　

1
,
0
0
0
m

3
以

上
　

①
土

砂
　

1
,
0
0
0
m

3
以

上

　
②

C
o
塊

　
②

C
o
塊

　
②

C
o
塊

　
②

C
o
塊

　
 
　

A
s
塊

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合

計
2
0
0
t
以

上
　

 
　

A
s
塊

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合

計
2
0
0
t
以

上
　

 
　

A
s
塊

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合

計
2
0
0
t
以

上
　

 
　

A
s
塊

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合

計
2
0
0
t
以

上

　
 
　

建
設

発
生

木
材

　
 
　

建
設

発
生

木
材

　
 
　

建
設

発
生

木
材

　
 
　

建
設

発
生

木
材

・
作

成
は

原
則

と
し

て
C

O
B

R
I
S
（
建

設
副

産
物

情
報

交
換

シ
ス

テ
ム

、
通

称
ｺ
ﾌ
ﾞ
ﾘ
ｽ

）
※

　
を

利
用

す
る

・
上

記
に

よ
り

が
た

い
場

合
、

監
督

員
と

の
協

議
に

よ
り

「
建

設
リ

サ
イ

ク
ル

報
告

様
式

（
E

x
c
e
l
）
」
で

の
作

成
も

可
。

・
再

資
源

化
報

告
素

に
添

付
し

て
提

出

　
　

※
(
一

財
)
日

本
建

設
情

報
総

合
セ

ン
タ

ー
（
J
A

C
I
C

）
が

提
供

す
る

建
設

副
産

物
の

情
報

交
換

サ
ー

ビ
ス

。

[
h
t
t
p
:
/
/
w

w
w

.
r
e
c
y
c
l
e
.
j
a
c
i
c
.
o
r
.
j
p
/
]

△
○

N
o
.
7
1
再

資
源

化
報

告
書

を
提

出
す

る
場

合
は

提
出

（
添

付
書

類
）
と

す
る

創
意

工
夫

・
社

会
性

等
に

関
す

る
説

明

資
料

※
該

当
項

目
有

の
場

合

共
通

仕
様

書
1
-
1
-
1
-
5
4

資
源

リ
サ

イ
ク

ル
法

関
係

省
令

、

公
共

建
設

工
事

に
お

け
る

分
別

解
体

等
・
再

資
源

化
等

及
び

再
生

資
源

活
用

工
事

実
施

要
領

（
土

木
）
(
2
)
6
ロ

項

資
源

リ
サ

イ
ク

ル
法

関
係

省
令

、

公
共

建
設

工
事

に
お

け
る

分
別

解
体

等
・
再

資
源

化
等

及
び

再
生

資
源

活
用

工
事

実
施

要
領

（
土

木
）
(
2
)
6
ロ

項

共
通

仕
様

書
1
-
1
-
1
-
3
3

土
木

工
事

施
工

管
理

基
準

第
6
(
3
)

品
質

証
明

書

※
設

計
図

書
で

品
質

証
明

の
対

象
工

事
と

明
示

 規
定

さ
れ

た
場

合

品
質

記
録

保
存

（
対

象
構

造
物

が
要

領
に

該
当

す
る

場
合

）

共
通

仕
様

書
1
-
1
-
1
-
3
3

工
事

写
真

土
木

工
事

施
工

管
理

基
準

第
8

写
真

管
理

基
準

電
子

納
品

に
係

る
実

施
要

領

県
産

土
木

用
材

産
地

証
明

書
共

通
仕

様
書

材
料

編
2
-
2
-
4
-
1

下
請

契
約

に
お

け
る

県
外

企
業

採
用

報
告

書

契
約

書
に

係
る

届
出

※
事

案
発

生
毎

随
時

出
来

形
管

理
表

又
は

出
来

形
管

理
図

共
通

仕
様

書
1
-
1
-
1
-
3
3

土
木

工
事

施
工

管
理

基
準

第
6
(
2
)

産
業

廃
棄

物
管

理
票

（
マ

ニ
フ

ェ
ス

ト
）

※
産

業
廃

棄
物

が
搬

出
さ

れ
る

工
事

廃
棄

物
処

理
法

第
1
2
条

共
通

仕
様

書
1
-
1
-
1
-
2
3

県
外

産
資

材
使

用
報

告
書

共
通

仕
様

書
材

料
編

2
-
2
-
1
3
-
5

書
類

等
作

成
上

の
留

意
事

項
書

類
作

成
の

根
拠

大
規

模
災

害
に

よ
る

災
害

復
旧

工
事

に
大

規
模

災
害

に
よ

る
災

害
復

旧
工

事
に

大
規

模
災

害
に

よ
る

災
害

復
旧

工
事

に
大

規
模

災
害

に
よ

る
災

害
復

旧
工

事
に

適
用

適
用

適
用

適
用

発 注 者

受 注 者

提
出

種
別

N
O

.
書

類
名

称

契
約

額

別
不

要

書
類

書
類

作
成

者
受

注
者

作
成

書
類

の
位

置
付

け
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【
別

紙
】
　

　
「
工

事
書

類
一

覧
（
大

規
模

災
害

に
よ

る
災

害
復

旧
工

事
に

適
用

）
」
(
7
/
7
)

令
和

３
年

９
月

　
適

用

報
告

提
示

5
0
0

万
円

未
満

8
0
0

万
円

未
満

監 督 員 等

契 約 担 当

監 督 員 等

監 督 員 等

・

検 査 職 員

提提 提提 出出 出出

・・ ・・

報報 報報 告告 告告

提提 提提 示示 示示

適
用

適
用

適
用

適
用

7
1

再
資

源
化

等
報

告
書

×
○

○
・
特

定
建

設
資

材
廃

棄
物

の
再

資
源

化
完

了
時

、
提

出
す

る
。

発
注

者
保

管
。

○

7
2

○
○

※

・
廃

棄
物

種
類

毎
に

集
計

す
る

。
※

マ
ニ

ュ
フ

ェ
ス

ト
を

発
行

し
た

廃
棄

物
が

あ
る

場
合

。
土

木
工

事
現

場
必

携
　

共
1
2
－

5
7

○

契
約

関
係

書
類

7
3

完
成

通
知

書
（
し

ゅ
ん

工
届

）
○

○
工

事
請

負
契

約
書

第
3
1
条

1
項

7
4

引
渡

書
○

○

※

※
引

渡
を

求
め

る
場

合
。

工
事

請
負

契
約

書
第

3
1
条

4
項

7
5

請
求

書
○

○
工

事
請

負
契

約
書

第
3
2
条

1
項

〔
工

事
関

係
書

類
一

覧
表

に
つ

い
て

〕
〔
工

事
関

係
書

類
一

覧
表

に
つ

い
て

〕
〔
工

事
関

係
書

類
一

覧
表

に
つ

い
て

〕
〔
工

事
関

係
書

類
一

覧
表

に
つ

い
て

〕

1
本

一
覧

表
は

、
長

野
県

土
木

工
事

共
通

仕
様

書
　

共
通

編
1
-
1
-
1
-
2
7
「
工

事
し

ゅ
ん

工
書

類
の

納
品

」
1
.
一

般
事

項
に

お
け

る
「
具

体
的

な
書

類
内

容
及

び
簡

素
化

出
来

る
も

の
」
を

明
確

に
示

す
も

の
で

あ
る

。

2
書

類
等

を
作

成
す

る
順

番
に

配
慮

し
て

記
載

し
て

い
る

が
、

種
別

に
よ

っ
て

も
整

理
し

て
お

り
、

必
ず

し
も

作
成

す
る

順
番

に
な

っ
て

い
な

い
場

合
も

あ
る

。

3
必

要
に

応
じ

て
「
提

出
」
す

る
書

類
に

つ
い

て
は

、
※

に
よ

り
、

必
要

な
場

合
を

示
し

て
い

る
。

〔
契

約
額

別
不

要
書

類
に

つ
い

て
〕

〔
契

約
額

別
不

要
書

類
に

つ
い

て
〕

〔
契

約
額

別
不

要
書

類
に

つ
い

て
〕

〔
契

約
額

別
不

要
書

類
に

つ
い

て
〕

1
一

覧
表

に
掲

げ
た

書
類

は
、

設
計

図
書

に
指

定
が

あ
る

場
合

に
作

成
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

も
の

及
び

下
記

2
項

を
除

き
、

提
出

、
報

告
、

提
示

の
区

別
に

関
わ

ら
ず

作
成

・
収

集
等

を
行

う
必

要
が

あ
る

。

2
「
契

約
額

別
不

要
書

類
」
欄

で
「
×

」
の

記
載

が
あ

る
書

類
は

、
法

令
等

の
基

準
に

よ
り

、
契

約
額

に
よ

っ
て

作
成

す
る

必
要

が
な

い
場

合
が

あ
る

書
類

で
あ

る
。

〔
受

注
者

作
成

書
類

の
位

置
付

け
の

定
義

〕
〔
受

注
者

作
成

書
類

の
位

置
付

け
の

定
義

〕
〔
受

注
者

作
成

書
類

の
位

置
付

け
の

定
義

〕
〔
受

注
者

作
成

書
類

の
位

置
付

け
の

定
義

〕
上

表
に

記
載

さ
れ

て
い

な
い

詳
細

な
内

容
、

区
分

等
に

つ
い

て
は

、
長

野
県

土
木

工
事

共
通

仕
様

書
の

該
当

項
目

を
合

わ
せ

て
参

照
す

る
こ

と
。

「
提

出
」

：
監

督
員

等
が

受
注

者
に

対
し

、
ま

た
は

受
注

者
が

監
督

員
等

に
対

し
工

事
に

関
わ

る
書

面
ま

た
は

そ
の

他
の

資
料

を
説

明
し

、
差

し
出

す
こ

と
。

書
面

と
は

、
手

書
き

、
印

刷
等

工
事

打
合

せ
簿

等
の

工
事

帳
票

を
い

い
、

発
行

年
月

日
を

記
載

し
、

署
名

ま
た

は
押

印
し

た
も

の
を

有
効

と
す

る
。

　
た

だ
し

、
情

報
共

有
シ

ス
テ

ム
を

用
い

て
作

成
さ

れ
、

指
示

、
承

諾
、

協
議

、
提

出
、

報
告

、
通

知
が

行
わ

れ
た

工
事

帳
票

に
つ

い
て

は
、

署
名

ま
た

は
押

印
が

な
く

て
も

有
効

と
す

る
。

「
報

告
」

：
受

注
者

が
監

督
員

等
に

対
し

、
工

事
の

状
況

ま
た

は
結

果
に

つ
い

て
書

面
に

よ
り

知
ら

せ
る

こ
と

を
い

う
。

「
提

示
」

：
監

督
員

等
が

受
注

者
に

対
し

、
ま

た
は

受
注

者
が

監
督

員
等

ま
た

は
検

査
職

員
に

対
し

て
工

事
に

関
わ

る
書

面
ま

た
は

そ
の

他
の

資
料

を
示

し
、

説
明

す
る

こ
と

を
い

う
。

「
連

絡
」

：
監

督
員

等
と

受
注

者
ま

た
は

現
場

代
理

人
の

間
で

、
契

約
書

第
1
8
条

に
該

当
し

な
い

事
項

ま
た

は
緊

急
で

伝
達

す
べ

き
項

に
つ

い
て

、
口

頭
、

フ
ァ

ク
シ

ミ
リ
、

電
子

メ
ー

ル
な

ど
の

署
名

ま
た

は
押

印
が

不
要

な
手

段
に

よ
り

互
い

に
知

ら
せ

る
こ

と
を

い
う
。

な
お

、
後

日
、

書
面

に
よ

る
伝

達
は

不
要

と
す

る
。

○
契

約
書

類

建
設

リ
サ

イ
ク

ル
法

　
第

1
8
条

1
項

、

公
共

建
設

工
事

に
お

け
る

分
別

解
体

等
・
再

資
源

化
等

及
び

再
生

資
源

活
用

工
事

実
施

要
領

（
土

木
）
(
2
)
7
イ

項

マ
ニ

フ
ェ

ス
ト

集
計

表

書
類

等
作

成
上

の
留

意
事

項
書

類
作

成
の

根
拠

大
規

模
災

害
に

よ
る

災
害

復
旧

工
事

に
大

規
模

災
害

に
よ

る
災

害
復

旧
工

事
に

大
規

模
災

害
に

よ
る

災
害

復
旧

工
事

に
大

規
模

災
害

に
よ

る
災

害
復

旧
工

事
に

適
用

適
用

適
用

適
用

発 注 者

受 注 者

提
出

種
別

N
O

.
書

類
名

称

契
約

額

別
不

要

書
類

書
類

作
成

者
受

注
者

作
成

書
類

の
位

置
付

け



 

73 
 

 

  



 

74 
 

 

 

 

 


